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Ⅰ はじめに 

１ 健やか親子２１の策定について 

○ 我が国の母子保健は世界最高水準にあるが、一方で思春期における健康問題や親

子の心の問題、周産期・小児救急医療の確保等の新たな課題も生じている。「健やか

親子２１」は、このような課題について、２１世紀の母子保健の取組の方向性と指

標や目標を示したものであり、関係機関・団体が一体となって、２００１年（平成

１３年）から１０年計画で、その達成に取り組む国民運動計画である。 

 

○ 「健やか親子２１」の推進の基本理念として、１９８６年（昭和６１年）にオタ

ワで開催された WHO 国際会議において提唱された公衆衛生戦略であるヘルスプロ

モーションを掲げ、それまでの母子保健事業の評価に QOL 向上等の視点を取り入れ

た。 

 

○ 「健やか親子２１」の課題達成に向けて、一人一人の国民はもとより保健・医療・

福祉・教育・労働等の関係者、関係機関・団体がそれぞれの立場から寄与すること

が不可欠であるとし、国民が主体となった取組を最優先し、国や地方公共団体は、

地域において、国民がそれぞれの課題を地域や個々人の課題として取り組めるよう

支援することとされた。 

 

○ ２０００年（平成１２年）の「健やか親子２１」の策定時において、１０年計画

の中間年である２００５年（平成１７年）にはそれまでの実施状況等を評価し必要

な見直しを行うこととされた。 

 

 

２ 健やか親子２１の経過（平成１７年以降） 

○ ２００５年（平成１７年）２月に、厚生労働省において、学識経験者・関係団体

代表者からなる「健やか親子２１」推進検討会（以下「推進検討会」という。）が設

置され、実施状況の評価、指標のそのものの意義や妥当性、新たに追加すべき指標

等について検討を行い、２００６年（平成１８年）３月に「健やか親子２１」中間

評価報告書を取りまとめた。 

 

<参考>「健やか親子２１」中間評価報告書 

・ 当初設定された６１の指標の達成の状況は、直近値が出ていた５８の指標を分析

した結果、４１（７０.７％）の指標が目標に向けて良くなっていた。一方、目標に

向けて悪くなっている指標が１３（２２.４％）、現状値が目標値からかけ離れている

指標が４（６.９％）あり、それぞれ適切な対策や取組の推進、あるいは指標の見直
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しの対象となった。 

 

・  施策の充実や新たな課題に対応するため、以下の指標を新たに追加した。（括弧

内は目標値） 

① 思春期保健対策に取り組んでいる地方公共団体の割合（１００%） 

② 乳児健診未受診児等生後４か月までに全乳児の状況把握に取り組んでいる市

町村の割合 （１００%） 

③ 児童・生徒における肥満児の割合（減尐傾向へ） 

④ 食育の取組を推進している地方公共団体の割合（１００％） 

⑤ むし歯のない３歳児の割合（８０％以上） 

 

・  中間評価の結果を受けて、以下の課題について、平成１８年度以降、重点的に

取り組んでいくこととし、取組の推進にあたっては、「関係者の連携の強化」と「母

子保健情報の収集と利活用」に、特に配慮することが重要であるとした。 

① 思春期の自殺と性感染症罹患の防止 

② 産婦人科医師、助産師等の産科医療を担う人材の確保 

③ 小児の事故防止をはじめとする安全な子育て環境の確保 

④ 子ども虐待防止対策の取組の強化 

⑤ 食育の推進 

 

○ 推進検討会の下に設置された「食を通じた妊産婦の健康支援方策検討会」におい

て、妊産婦の適切な食生活と妊娠期における望ましい体重増加量（至適体重増加量）

について検討を行い、２００６年（平成１８年）２月に妊産婦のための食生活指針

をとりまとめた。また、「妊産婦にやさしい環境づくり」を推進するため、推進検討

会において、マタニティマ－クのデザインを募集し、平成１８年３月に発表した。 

 

○ ２００９年（平成２１年）３月に、新たに追加した指標の再評価等について検討

を行うため、厚生労働省において「健やか親子２１」の評価等に関する検討会（以

下「検討会」という。）を開催することとし、学識経験者・関係団体代表者に参集を

要請した。 

 

○ 第１回検討会において、「健やか親子２１」の計画期間について検討を行い、次世

代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）に基づく都道府県行動計画及

び市町村行動計画※１（以下「行動計画」という。）は、母子保健分野の課題も含めて

計画が策定される等「健やか親子２１」との関連が深く、両者を一体的に推進する

ことが目標の達成に効果的であると考えられることから、「健やか親子２１」の計画
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期間を２０１４年度（平成２６年度）まで延長し、行動計画と計画期間を合わせる

こととした※２。 

※１：２００５年度（平成１７年度）から２００９年度（平成２１年度）までが前期計画、２０１０年度（平

成２２年度）から２０１４年度（平成２６年度）までが後期計画 

※２：雇児母発第０３３１００１号「健やか親子２１の計画期間について」母子保健課長通知平成２１年３

月３１日 

 

○ 検討会において、２００９年度（平成２１年度）内に、これまでの実施状況の評

価、新たに追加すべき指標等について検討を行い、「健やか親子２１」の計画終了ま

での今後５年間の取組のあり方について報告書を取りまとめることとした。 

 

 

３ 最近の少子化対策・健康増進対策の動向（平成１７年以降） 

○ 「健やか親子２１」について、２００５年（平成１７年）の評価（以下「第１回

中間評価」という。）以降、今回の評価（以下「第２回中間評価」という。）までの、

主な尐子化対策の動向は以下のとおり。 

・次世代育成支援対策推進法による都道府県・市町村行動計画の実施（平成１７年

４月） 

・「新しい尐子化対策について」（尐子化対策に関する政府・与党協議会とりまとめ、

尐子化社会対策会議決定）（平成１８年６月） 

・仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和

推進のための行動指針」（ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議決定）（平

成１９年１２月） 

・「『子どもと家庭を応援する日本』重点戦略」（尐子化社会対策会議決定）（平成１

９年１２月） 

・社会保障国民会議 最終報告とりまとめ（平成２０年１１月） 

・児童福祉法等の一部を改正する法律成立（平成２０年１１月） 

・持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」（閣議決

定）（平成２０年１２月） 

・社会保障審議会尐子化対策特別部会第 1 次報告－次世代育成のための新たな制度

体系の設計に向けてー（平成２１年２月） 

・子ども・子育てビジョンの策定（平成２２年１月） 

 

○ 「健やか親子２１」の第１回中間評価以降、今回の第２回中間評価までの、主な

健康増進対策の動向は以下のとおり。 

・食育基本法成立（平成１７年６月） 
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・食育基本法に基づく食育推進基本計画の策定（平成１８年３月） 

・「『健康日本２１』中間評価報告書」とりまとめ（平成１９年４月） 

・「新健康フロンティア戦略」策定（平成１９年４月） 

・「新健康フロンティア戦略アクションプラン」（平成１９年１２月）  
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Ⅱ 第２回中間評価の方法について 

１ 指標の評価方法について 

○ ４つの主要課題の下に設定された６７の指標（７２項目）について、第１回中間

評価時の数値及び策定時の現状値と比較するために、既存の統計資料の確認及び厚

生労働科学研究等による調査を実施し、以下①～③の手順で分類し、分析・評価を

行った。 

 

① 直近値を第 1 回中間評価時の数値と比較して、「Ａ. 良くなっている」、「Ｂ. 悪

くなっている又は変わらない」、「Ｃ. 評価が困難（数値化されていない等）」、「Ｄ.

調査未実施」に分類した。 

② 次に、Ａ又はＢに分類した直近値を策定時の現状値と比較して、「１. 良くなっ

ている」、「２. 悪くなっている又は変わらない」、「３. 第１回中間評価時に新た

に定めた指標又は集計方法が異なるため比較困難」に分類した。 

③ ①～②の作業を行い、今後の対応の方向性について検討した。（参考資料１） 

 

○ 各指標について、「結果」（直近値が目標に対してどのような動きになっているか）、

「分析」（施策や各種取組との関連を見て、データの変化の根拠を分析）、「評価」（目

標に対する直近値をどう読むか）について記載し、さらに「調査・分析上の課題」

と「目標達成のための課題」を明確にした。（参考資料２） 
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２ 新たな指標と新たな目標値の設定について 

○ 母子保健分野の新たな課題に対応する指標の設定について検討を行い、追加する

ことが適当であるとした指標については、直近値を明らかにしつつ、２０１４年（平

成２６年）までの目標値を設定することとした。 

 

○ 計画期間が２０１４年（平成２６年）まで延長されたため、２０１０年（平成２

２年）までの目標値を踏まえ、２０１４年（平成２６年）までの目標値について一

部新たに設定することとした。具体的には、「増加傾向」、「減尐傾向」等としていた

目標値を、可能な限り、第１回中間評価時の数値や直近値を踏まえ、２０１４年（平

成２６年）までに達成すべき数値を設定した。 

 

○ これまでに設定されていたた２０１０年（平成２２年）までの目標の評価につい

ては、第２回中間評価とほぼ同時期であることから、第２回中間評価をもって代え

ることとした。 

 

 

３ 「健やか親子２１」関係者の取組について 

○ 取組の分析・評価については、健やか親子２１推進協議会（以下「協議会」とい

う。）に参加している８５団体、都道府県、政令市・特別区、市町村を対象にアンケ

ート調査を実施し、効果的・効率的な活動の方策について分析・評価することとし

た。 

 

○ 取組状況と今後５年間の目標を明らかにするために、協議会に参加しているいく

つかの団体に対してインタビュー調査を実施した。なお、調査は、現状を把握する

ためのものであり、団体間の比較を行うためのものではない。 

 

 

  

6



 

 

Ⅲ 第２回中間評価の結果について 

１ 指標の評価 

○ ６７の指標（７２項目）のうち、直近値が得られた６４の指標（６９項目）につ

いて、先に述べた作業方法で分類を行ったところ、課題ごとの達成状況は以下のと

おり（表１ 指標の達成状況）。 

 

○ 第１回中間評価時の数値と直近値を比較して、良くなっている項目は７０．８％

（５１項目）、悪くなっている項目は１９．４％（１４項目）、数値化されていない、

調査方法が異なる等の理由により評価が困難な項目は５．６％（４項目）、調査未実

施の項目は４．２％（３項目）となった。 

 

表１ 指標の達成状況 

第1回中間評価時の

数値との比較

直近値を策定時の

現状値と比較
課題１ 課題２ 課題３ 課題４ 総計

良くなっている 8 10 12 2 32 44.4%

悪くなっている又は
変わらない 0 0 2 1 3 4.2%

第1回中間評価時に
新たに定めた指標又は

集計方法が異なるため
比較困難

2 0 5 9 16 22.2%

良くなっている 0 0 3 3 6 8.3%

悪くなっている又は

変わらない
1 1 2 1 5 6.9%

第1回中間評価時に
新たに定めた指標又は

集計方法が異なるため
比較困難

1 0 1 1 3 4.2%

0 2 1 1 4 5.6%

3 0 0 0 3 4.2%

15 13 26 18 72 100.0%

A　良くなっている項目

B　悪くなっている又は
変わらない項目

C　評価が困難な項目

D　調査未実施の項目

総計

 

○ 第２回中間評価における保健水準の指標（項目）、住民自らの行動の指標（項目）、

行政・関係団体等の取組の指標（項目）別に見た第１回中間評価時からの改善状況

は以下のとおり（図１ 保健水準の指標（項目）、住民自らの行動の指標（項目）、

行政・関係団体等の取組の指標（項目）別の第１回中間評価時からの改善状況）。 

 

○ 直近値が得られた６９項目について、第１回中間評価時の数値と直近値を比較し

て、保健水準の指標２０項目中、良くなっているが１６項目（８０％）、住民自らの

行動の指標２０項目中、良くなっているが１６項目（８０％）、行政・関係団体等の

取組の指標２９項目中、良くなっているが１９項目（６５．５％）であった。 
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図１ 保健水準の指標（項目）、住民自らの行動の指標（項目）、行政・関係団体等の取

組の指標（項目）別の第１回中間評価時からの改善状況 

 

80.0%

80.0%

65.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健水準の指標（項目）

住民自らの行動の指標（項目）

行政・関係団体等の取組の指標

（項目）

 

 

 

２ 各指標の分析 

１）課題１ 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進 

（１）子どもの自殺について 

○ 第１回中間評価時の重点取組として設定されていた思春期の自殺「十代の自殺率

（１－１）」は、１０歳から１４歳までの自殺率は、策定時の現状値から直近値まで

ほぼ横ばいであるが、１５歳から１９歳までの自殺率は策定時から上昇し続けてお

り、特に女子の自殺率の上昇が男子や他の年代と比べて大きい。 

 

○ 「スクールカウンセラーを配置している中学校（一定規模以上）の割合（１－１

２）」、「子どもの心の専門的な診療ができる医師がいる児童相談所の割合（４－１

５）」、「思春期外来（精神保健福祉センターの窓口を含む）の数（１－１３）」は、

策定時の現状値から着実に増加している。社団法人日本小児科医会が認定している、

「親子の心の問題に対応できる技術を持った小児科医の数（４－１８）」は横ばいで

推移している。 

 

○ 現在のところ正確な自殺の原因に関する統計があるわけではないものの、２００

９年（平成２１年）５月に発表された「平成２０年中における自殺の概要資料」（警

察庁生活安全局生活安全企画課）においては、１９歳以下の自殺（５５２名）の原

因・動機としてはうつ病やうつ病以外の精神疾患等の「健康問題」が最も多く（１

６５名）、次いで、進路に関する悩みや学業不振等の「学校問題」が多い（１６４名）。  
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○ 子どもの自殺を防ぐために、１０代後半の女子の自殺率の上昇を含めた要因分析

や相談体制・支援体制の整備等を推進していく必要があり、思春期のうつ病等の精

神疾患の早期発見や専門的に対応できる人材の確保、学校における心の健康づくり

等が求められる。 

 

 

（２）人工妊娠中絶及び性感染症について 

○ 第１回中間評価時の重点取組として設定されていた思春期の性感染症罹患の防止

に関して、「十代の人工妊娠中絶実施率（１－２）」は、策定時の現状値から直近値

まで着実に減尐している。また、「十代の性感染症罹患率（１－３）」も、「感染症発

生動向調査」における定点当たりの報告件数でみると第１回中間評価時からは減尐

している。ただし、感染症発生動向調査の報告件数は、医療機関の受診件数であり、

その評価については、受療行動の影響を受けるため留意が必要である。 

 

○ 「十代の人工妊娠中絶実施率（１－２）」及び「十代の性感染症罹患率（１－３）」

の減尐については、背景として、性交頻度の減尐、経口避妊薬の承認の影響等が指

摘されているが、必ずしも正確な分析はされておらず、さらなる詳細な要因分析が

期待される。 

 

○ 「学校保健委員会を開催している学校の割合（１－１０）」は、第１回中間評価時

に新規に設定された指標であるが、直近値では着実に増加している。学校保健委員

会は、地域と学校の思春期保健の連携の要であり、目標の達成に向けて引き続き取

り組んで行く必要がある。「思春期保健対策に取り組んでいる地方公共団体の割合

（１－１４）」は横ばいで推移しており、特に市町村レベルで取組が低調となってい

る可能性がある。 

 

○ 人工妊娠中絶の心身への影響や性感染症については、性に関する教育等によって

正しい知識の普及等を図ることにより、両指標のより一層の減尐が期待できること

から、これらの取組を引き続き推進していくことが求められる。また、地域におい

ては、思春期特有の医学的問題や性に関する悩みに対して、様々な分野の専門家が

相談に応じる等の対策を実施しており、思春期の健康支援の一環として、引き続き、

思春期の保健対策が求められる。 

 

 

（３）十代の喫煙及び飲酒について 

○ 「十代の喫煙率（１－７）」と「十代の飲酒率（１－８）」は策定時の現状値から
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直近値まで着実に減尐している。 

 

○ 「十代の喫煙率（１－７）」が、第１回中間評価時から直近値まで減尐した背景に

は、たばこ事業法改正による平成１６年のたばこの広告規制の強化、業界の自主的

な取組である成人識別機能付自動販売機の導入等があると考えられる。目標を達成

するために、たばこ税のあり方の検討、教育機関の敷地内完全禁煙や学校における

喫煙防止教育の推進やすでに喫煙している子どものために禁煙治療外来（卒煙外来）

の普及等が求められる。 

 

○ 「十代の飲酒率（１－８）」が、第１回中間評価時から直近値まで減尐した背景に

は「未成年者飲酒防止に係る取組について」（警察庁、国税庁及び厚生労働省３省庁

局長連名通知平成１３年１２月２８日）による販売時の年齢確認の徹底、酒類自動

販売機の適正な管理の徹底等の未成年者の飲酒防止に係る取組等が考えられる。目

標を達成するために学校における飲酒防止教育の推進、未成年者の飲酒防止に向け

た地域レベルの関係機関（税務署、警察署、保健所、教育委員会・学校、自治体等）

における組織的な取組体制の確立とともに、青尐年の心の問題の解決のための、保

健所及び精神保健福祉センターにおける未成年者の飲酒に関する相談サービスの充

実が求められる。また、未成年と成年が混在する大学等高等教育機関における飲酒

の取り扱いについても厳密に対処していく必要がある。 

 

 

（４）思春期やせ症（神経性食思（欲）不振症）について 

○ 「児童・生徒における肥満児の割合（１－５））と「１５歳の女性の思春期やせ症

（神経性食思（欲）不振症）の発生頻度（１－４）」は、策定時の現状値から直近値

まで減尐しているが、指標１－４の参考値として収集している中学３年と高校３年

の不健康やせの発生頻度は、策定時の現状値から直近値まで増加している。学校保

健統計においても、ここ数年、痩身傾向児は増加しており、肥満対策と同様にやせ

対策の充実が求められる状況になっている。 

 

○ 思春期のやせは、低出生体重児増加の要因の一つである妊娠前の母親のやせにつ

ながることも指摘されていることから、思春期やせ症や不健康やせについて、引き

続き、肥満対策と同様にやせ対策を推進していくことが求められる。 

 

 

２）課題２ 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援 

（１）妊娠・出産に関する安全性について 
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○ 「妊産婦死亡率（２－１）」は、策定時の現状値から直近値まで減尐し続けている。

目標の策定時の現状値からの「半減」の目標達成までわずかである。「妊娠１１週以

下での妊娠の届出率（２－４）」、「母性健康管理指導事項連絡カ－ドを知っている就

労している妊婦の割合（２－５）」、「周産期医療ネットワークの整備をしている都道

府県数（２－６）」、「助産師数（２－８）」は増加し続けている。また、「正常分娩緊

急時対応のためのガイドライン作成（２－７）」については目標を達成している。 

 

○ 第１回中間評価以降の重点取組として設定されていた産婦人科医師・助産師等の

産科医療を担う人材の確保に関して、「産婦人科医師数（２－８）」は、策定時の現

状値からは減尐しているが、平成２０年の報告では平成１８年に比べ増加した。ま

た、先に述べたとおり、「助産師数（２－８）」は増加傾向が続いている。 

 

○ 「産婦人科医師数（２－８）」の増加傾向との判断は今後の推移次第である。「助

産師数（２－８）」は増加しており、厚生労働省の第６次看護職員需給見通しによれ

ば、平成２２年の需要見通しと供給見通しの差はマイナス９００人となっている。

しかし、関係学会・団体等が考えている必要な助産師数を満たしていない。 

 

○ 医師、助産師確保対策が効果を上げてきていると推測されるものの、短期間に不

足を解消するだけの医師・助産師数の増加を見込めないことや地域偏在が存在する

ことから、国民が安心して妊娠・出産に臨める医療環境の実現に向けて、引き続き

産科医療を担う人材確保の取組を推進していく必要がある。特に産科医療に従事す

る産婦人科医師確保、医療機関内でのハイリスク分娩を担当する産科医等の処遇改

善、地域偏在、助産師の施設偏在の是正、助産師業務に従事する助産師確保の取組

及び質の向上に努める必要がある。 

 

 

（２）妊娠・出産に関する快適さについて 

○ 「妊娠・出産について満足している者の割合（２－２）」は、策定時の現状値から

直近値まで増加しているものの、第１回中間評価時から直近値までの増加幅は、策

定時の現状値から第１回中間評価時までの数値と比べて小さくなっている。特に、

「出産体験を助産師等と振り返ること」や、「産後１か月の助産師や保健師からの指

導・ケアがあること」という項目で満足が得られていないという結果であった。 

 

○ 助産師や保健師による、産後のきめ細やかな関わりは、産後うつや虐待予防につ

ながるとともに、育児への前向きな気持ちを高め、継続的な支援のスタートになる

との指摘があることから重要である。 
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（３）不妊治療への支援について 

○ 「不妊専門相談センターの整備（２－９）」、「不妊治療を受ける際に、患者が専門

家によるカウンセリングが受けられる割合（２－１０）」は、策定時の現状値から直

近値まで増加し続けている。なお、不妊専門相談センターは既に全都道府県に整備

されており目標を達成している。 

 

○ 「不妊治療を受ける患者が、専門家によるカウンセリングが受けられる割合（２

－１０）」の目標は「１００％」であり、目標を達成するために、例えば、不妊治療

の経済的負担の軽減を図る特定不妊治療費助成事業の実施医療機関の指定要件に、

いわゆる不妊カウンセラー※1 や不妊コーディネータ－※２の配置を加えることを検討

する必要がある。  

※１：心理学・社会学等に深い造詣を有し、臨床における心理カウンセリング又は遺伝カウンセリング等の

経験を持ち、患者（夫婦）をカウンセリングの側面から支援できる技術を持つ者 

※２：患者（夫婦）が納得して不妊治療を受けることができるように、不妊治療の説明補助、不妊治療の選

択の補助、不妊の悩みや不妊治療後の妊娠・出産のケア等、患者（夫婦）を看護の側面から支援する

者 

 

 

３）課題３ 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備 

（１）小児保健医療水準について 

○ 「周産期死亡率（３－１）」、「新生児死亡率乳児死亡率（３－３）」、「幼児（１～

４歳）死亡率（３－５）」は、策定時の現状値から、直近値まで減尐を続けている。

また、「初期、二次、三次の小児救急医療体制が整備されている都道府県の割合（３

－１８）」についても、特に二次、三次のレベルで策定時の現状値から直近値まで増

加している。「６か月までに BCG 接種を終了している者の割合（３－１６）」、「１歳

６か月までに三種混合・麻しんの予防接種を終了している者の割合（３－１７）」に

ついても増加している。しかし、「かかりつけの小児科医を持つ親の割合（３－１０）」、

「休日・夜間の小児救急医療機関を知っている親の割合（３－１１）」は、策定時の

現状値から第１回中間評価時の数値まで増加していたが、第１回中間評価時から直

近値まで減尐している。 

 

○ 「幼児（１歳～４歳）死亡率（３－５）」は、国際比較では OECD の加盟国（２

７か国）のうち１７位（２００５年）であり、減尐傾向にあるものの取組を強化し

ていく必要がある。 

 

○ 「かかりつけの小児科医を持つ親の割合（３－１０）」の目標を達成するために、
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子どもが小児科医を受診するような疾患に罹患したことがないなど、それまでかか

りつけの小児科医を持つ機会がなかった親は、個別健康診査や予防接種等の機会を

通じてかかりつけの小児科医を持つことが望まれる。 

 

○ 「休日・夜間の小児救急医療機関を知っている親の割合（３－１１）」の目標であ

る「１００％」の達成が困難な背景として、休日・夜間の小児救急医療機関が近く

にない地域があること等の事情が考えられる。一方、小児救急電話相談事業（＃８

０００）の利用やインターネットで医療機関を探索して受診することができること

から、日常的に把握しておく必要性を感じていない場合が考えられる。今後は、子

どもの救急時の相談窓口等について周知に努めるとともに、当該指標を評価する場

合には、このような事情も加味する必要がある。 

 

○ 「６か月までに BCG 接種を終了している者の割合（３－１６）」、「１歳６か月ま

でに三種混合・麻しんの予防接種を終了している者の割合（３－１７）」については、

更に接種率を向上させるため、予防接種に関する普及啓発、予防接種を受けやすく

する実施方法の工夫、市町村による未接種者の把握や個別の接種勧奨を行うこと等

が求められる。なお、予防接種に関する調査結果は、乳幼児健診時の保護者からの

聞き取りに基づくものであり、思い違い等の不正確な回答が含まれている可能性が

ある。三種混合・麻しんの予防接種の実施率及びＢＣＧ接種者数は自治体からの調

査票提出に基づく統計報告が厚生労働省からも発表されていることから、今後は、

このデータを基に評価を行っていくことが望ましい。 

 

 

（２）乳幼児突然死症候群（SIDS）について 

○ 「乳児の SIDS 死亡率（３－４）」は、策定時の現状値から直近値まで着実に減尐

しており、策定時の現状値「出生１０万対２６．６」から「半減」の目標達成まで

わずかである。 

 

○ SIDS の発生率を高める３つのリスク要因（「うつぶせ寝」、「喫煙」、「人工乳での

哺育」）に関する指標のうち、「乳児期にうつぶせ寝をさせている親の割合（３－１

５）」は、調査の方法が異なるものの、策定時の現状値から直近値まで減尐しており、

「妊娠中の喫煙率（３－８）」、「育児期間中の両親の自宅での喫煙率（３－８）」も

第１回中間評価時から直近値まで減尐している。 

 

○ 「乳児の SIDS 死亡率（３－４）」の減尐の理由の一つに、平成１１年度から開始

された乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化月間を定めての SIDS のリスク要因に
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関する普及啓発等の活動があると考えられる。この取組を継続していくとともに、

育児期間中の父親の喫煙率は減尐傾向にあるものの、依然として高いことから、育

児期間中の父親の自宅での喫煙を防ぐ取組が求められる。 

 

 

（３）子どもの事故について 

○ 「不慮の事故死亡率（３－６）」、「事故防止対策を実施している家庭の割合（３－

１２）」、「乳幼児のいる家庭で風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができない

よう工夫した家庭の割合（３－１３）」は、策定時の現状値から直近値まで改善傾向

が続いている。 

 

○ 「不慮の事故死亡率（３－６）」の減尐には、第１回中間評価の重点取組として設

定されていた子どもの事故防止をはじめとする安全な子育て環境の確保の取組が寄

与している可能性がある。また、子どもの周りにある製品の安全性の向上や、飲酒

運転の厳罰化等の法整備による交通安全の向上等の影響も考えられる。 

 

○ 「事故防止対策を実施している市町村の割合（３－１９）」は、調査時の策定時の

現状値から第１回中間評価時まで増加していたが、第１回中間評価時から直近値ま

で減尐しており、市町村の乳幼児健診時における事故防止の取組が停滞している可

能性がある。 

 

○ 子どもの事故による死亡率は、子ども（１歳以上）の死亡原因の第１位であるこ

とから、引き続き、子どもの安心・安全な地域づくりに向けた環境整備が必要であ

る。製品の安全性確保、事故防止と事故の際の傷害軽減の取組や傷害が生じた際に

速やかに対応できる救急医療体制の整備に加え、再度、市町村に対して、乳幼児健

診時の事故防止の取組の重要性について普及啓発することや、子どもの行動や親の

意識の変化等の研究や幅広い関係者との協働による支援が期待される。 

  

 

（４）病児支援について 

○ 「院内学級・遊戯室を持つ小児病棟の割合（３－２１）」、「慢性疾患児等の在宅医

療の支援体制が整備されている市町村の割合（３－２２）」は、策定時の現状値から

第１回中間評価にかけて減尐し、直近値にかけては、ほぼ横ばいで推移しており、

慢性疾患児を支える環境は必ずしも改善していないと推測される。 

 

○ 慢性疾患児の支援に応じて、医療・福祉施設サービスと在宅医療の充実を図るこ
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とにより、個々の児の状況によって、適切な選択を行うことができるような環境を

整備することが望ましい。 

 

 

（５）低出生体重児について 

○ 「全出生数中の極低出生体重児の割合（３－２）」は、第１回中間評価時から横ば

いであるものの、「全出生数中の低出生体重児の割合（３－２）」は、策定時の現状

値から直近値まで増加を続けている。「妊娠中の喫煙率（３－８）」、「育児期間中の

両親の自宅での喫煙率（３－８）」は、第１回中間評価時から直近値まで減尐してい

る。 

 

○ 低出生体重児増加の要因として、多胎妊娠、妊娠前の母親のやせ、低栄養、妊娠

中の体重増加抑制、喫煙等の因子が報告されており、「全出生数中の低出生体重児の

割合（３－２）」を減尐傾向に導くため、これらの因子の軽減に向けて取り組む必要

がある。 

 

 

４）課題４ 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減 

（１）子どもの虐待について 

○ 第１回中間評価時の重点取組として設定されていた子どもの虐待防止対策の取組

の強化については、関係する指標のほとんどが、改善を示していない。「法に基づき

児童相談所に報告があった被虐待児数（４－２）」の数値として使用している児童相

談所での相談対応件数は、策定時の現状値から直近値まで増加している。「虐待によ

る死亡数（４－１）」は、策定時の現状値から直近値までほぼ横ばい、「子育てに自

信が持てない母親の割合（４－３）」は第１回中間評価時と直近値を比べてわずかに

減尐となっている。 

 

○ 「法に基づき児童相談所に報告があった被虐待児数（４－２）」の増加は、児童虐

待防止法等の改正により虐待の定義が拡大されたことや虐待に対する認識の向上の

結果もあるが、虐待そのものの増加とも考えられる。 

 

○ 子どもの虐待の予防、早期発見のために保健分野と児童福祉分野の連携は重要で

あり、２００９年（平成２１年）４月に児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

が改正され、市町村が中心となり保健・医療・福祉・警察等地域の関係機関で構成

される「子どもを守る地域ネットワーク」（要保護児童対策地域協議会）の設置を進

め、相談・支援体制の充実が図られており、関係機関の調整や情報共有を行ってい
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る。また、市町村の乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）等も児童福

祉法に位置付けて推進しているが、虐待に関する指標は改善しておらず、今後も、

より一層、母子保健分野と児童福祉分野の連携の強化を推進する必要がある。 

 

 

（２）育児及び乳幼児健診について 

○ 育児及び健診に関する一部の指標の値は、第１回中間評価時から、３か月児、１

歳６か月児又は３歳児健診の時の調査に基づくものとなっており、策定時の現状値

と第１回中間評価時又は直近値と比較することができない。第１回中間評価時から

直近値にかけて、「子育てに自信が持てない母親の割合（４－３）」、「育児に参加す

る父親の割合（４－７）」、「子どもと一緒に遊ぶ父親の割合（４－８）」、「乳幼児の

健康診査に満足している者の割合（４－１１）」は改善しており、「ゆったりとした

気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合（４－５）」、「育児について相談相手

のいる母親の割合（４－６）」は１歳６か月児と３歳児で悪化している。また、「育

児支援に重点をおいた乳幼児健康診査を行っている自治体の割合（４－１２）」は策

定時の現状値から直近値まで改善を続けており、「乳児健診未受診児など生後４か月

までに全乳児の状況把握に取り組んでいる市町村の割合（４－１３）」も第１回中間

評価時と比べて直近値では改善している。「ゆったりとした気分で子どもと過ごせる

時間がある母親の割合（４－５）」は、母親が就労している場合の方が、就労してい

ない場合と比べて低くなっており、また、父親の育児参加の項目との関連を認める

ことから、働く母親に対する一層の支援と父親が育児により参加しやすい環境作り

が求められる。 

 

○ 例えば、「育児について相談相手のいる母親の割合（４－６）」を改善するために、

母親がどのような事項についてどのような相手に相談し、どのような方法による回

答を求めているのか等、育児や乳幼児健診に関して、きめ細かく実情を把握するこ

とが求められる。また、乳幼児を保護し、育てる専門的知識や技術を持つ保育士の

活用やＮＰＯ、ボランティアの子育て支援に関する取組の活用を通して、同じよう

な経験を持つ母親が集い、育児についての喜びや悩みを共有する等して不安を解消

する取組の活用やこれらの組織との連携についての検討が望まれる。 

 

 

（３）子どもの心の診療医について 

○ 関係機関や団体の研修等の取組が始まり、「親子の心の問題に対応できる技術を持

った小児科医の数（４－１８）」は、策定時の現状値から増加している。また、第１

回中間評価時に設定された指標である「子どもの心の専門的な診療ができる医師が
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いる児童相談所の割合（４－１５）」は、非常勤医師がいる児童相談所も含めると直

近値では増加している。 

 

○ 親子の心の問題に対応できる技術を持った小児科医の確保については成果が挙が

っているが、より質の高い小児科医を多く確保するためには、これまでの教室形式

の研修会に加え、子どもの心の診療について指導できる医師のもとで研修ができる

体制を整備する必要がある。また、今後は、親子の心の問題に対応できる技術を持

った小児科医や精神科医と専門医療機関との紹介体制の確立等について、有識者の

議論の結果を踏まえ、さらに推進していく必要がある。 

 

 

（４）食育について 

○ ２００５年（平成１７年）７月、食育を総合的、計画的に推進することを目的と

する食育基本法が施行されたことを踏まえ、第１回中間評価時に食育に関する指標

が新たに設定された。第１回中間評価後の重点取組の一つとしても設定されていた

食育の推進に関する指標である「食育の取組を推進している地方公共団体の割合（１

－１５、４－１４）」は、第１回中間評価時と比べて増加している。 

 

○ 食育の推進は、第 1 回の中間評価後の重点取組であることを踏まえ、妊娠・産褥

期や授乳期における望ましい食生活の実現に向け、「妊産婦のための食生活指針」を

作成し、「妊産婦のための食事バランスガイド」を示した。また、乳幼児の発達段階

に応じた授乳や離乳についての適切な支援が推進されるよう「授乳・離乳の支援ガ

イド」を作成し、これらによる普及啓発を進めている。 

 

○ 食育で取り組むべき課題は、児童・生徒の肥満や思春期やせの予防等の思春期保

健対策の観点、妊娠中の適切な体重管理等の母子の健康確保の観点、母乳育児の推

進や家族揃って食事を楽しむゆとりのある生活の実現等の子育て支援の観点と多岐

にわたることから、地域においては、保健センター、保育所、学校、ＮＰＯ等関係

機関の連携によって、取り組む課題の明確化・共有化を図り、その課題解決に向け

て、それぞれの機関の特徴を活かした食育の推進に引き続き取り組んでいくことが

求められる。 

 

 

（５）母乳育児について 

○ 「出産後１か月時の母乳育児の割合（２－１２、４－９）」については、策定時の

現状値、第１回中間評価時及び直近値がそれぞれ異なる調査に基づくものであるが、
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ほぼ横ばいとなっている。母乳率の結果の分布にはばらつきが見られ、関係者が熱

心に母乳育児に取り組んでいる自治体と取り組んでいない自治体で差が生じている

のではないかとの指摘がある。 

 

○ 母乳育児は栄養面のみならず、母子の愛着形成等の精神面にも良い影響を及ぼす

と言われていることを再認識し、妊娠中からの啓発や出産直後の支援等、具体的な

数値目標を定めた上で、関係者が連携し、支援が継続して行われるような取組の推

進が望まれる。 

 

 

３ 「健やか親子２１」関係者の目標達成に向けた取組状況の評価 

１）協議会の取組状況について 

○ 協議会に参加している８５団体を対象に「健やか親子２１」に関する活動の状況

について、アンケート調査を行い、６３団体（７４．１％）から回答を得た。なお、

今回のアンケート調査の内容は、第１回中間評価時の調査内容に自由記載欄を加え

たものである。 

 

 

（１）取組のプロセスについて 

○ 担当者を決め、各団体の年次計画の中に「健やか親子２１」関連の事業を盛り込

んだ団体は８割を超えたものの、アウトカム指標（成果）とアウトプット指標（事

業量）の目標値を設定した団体は３割を下回った。また、団体のホームページ等へ

の取組の公表と健やか親子２１公式ホームページへの情報提供、定期的な取組の評

価と他機関や団体との連携は低調であった（図２、図３）。 
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図２ プロセスチェックリスト（２択）の結果（n=６３） 
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問１ 担当者を決めましたか。

問３ 年次計画の中に「健やか親子21」関連の事業を

盛り込みましたか。

問６ アウトカム指標（成果）の目標値を設定しましたか。

問７ アウトプット指標（事業量）の目標値を設定しましたか。

問１０ 「健やか親子２１」事業関連の予算を計上しましたか。

問１３ 自分の団体のホームページなどに取組を

公表しましたか。

問１４ 健やか親子２１公式ホームページに情報を

提供しましたか。

はい いいえ 無回答

 

図３ プロセスチェックリスト（５択）の結果（n=６３） 
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問２ 「健やか親子21」の推進について活発に検討や議論を

行いましたか。

問４ 取組む課題を明確にしましたか。

問５ 課題を達成させるための方策（事業）を明確にしましたか。

問８ 6および7の指標についてのモニタリング（ データを収集する）

システムはありますか。

問９ 定期的に取組の評価を行いましたか。

問１１ 「健やか親子２１」関連の研究事業などに参加しましたか。

問１２ 他の機関や団体との連携を図りましたか。

5よくできた 4 3 2 1できない 無回答

 

 

○ これらの結果は、事業に積極的に取り組んでいるが、その評価や連携が必ずしも

十分に行われているとは言えず、また、情報の発信も活発には行われていない可能

性があることを示唆している。事業の評価が行われていないことが多い背景として

は、目標は定めているものの、いつまでにという期限が必ずしも明確にされていな

いことが考えられ、目標値を設定する場合には、必ず期限を設定し、評価を行うよ

うにしておく必要がある。 
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（２）事業実績について 

○ 第１回中間評価と同様に、団体が主催して行った「健やか親子２１」に関する事

業実績と、他団体と連携（共催）して行った事業実績をそれぞれ調査した（表２）。 

 

表２ 健やか親子推進協議会の事業実績 

第1回中間評価時

（平成１７年）

直近値

（平成２１年）

第1回中間評価時

（平成１７年）

直近値

（平成２１年）
１．リーフレット，パンフレット類の配布数 15,948,476 24,760,222 部 10 5 種類
２．相談事業（電話相談など）の延べ件

数
297,113 239,305 件 3 1 種類

３．大会などのイベントの種類 64 39 種類 24 6 種類
４．研修会・講習会の種類 112 105 種類 55 24 種類
５．委員会・協議会などを持っているとし

た団体数
23 35 団体 8 4 件

６．学会・研究会・発表会などの種類 96 32 種類 17 2 種類

○　新型インフルエンザ（H1N1 ２００９）に関連して　インフルエンザ脳症に関する要望書（平成２１年８月１７日）　　他３６件

○　平成２０年『特別支援学校において医療的ケアを実施する看護師のためのガイドライン』
○　小冊子「保育園における健やか親子２１の実践」　　改訂版　　2008　他３０件
９．提言や要望書の提出等健康政策への関与

７．調査研究事業 

○　平成２０年厚生労働科学研究費補助金（特別研究事業）「助産師と産科医の協働の推進に関する研究」

○　平成２０年こども未来財団「妊娠・出産の安全性と快適性確保に関する調査研究」において、授乳・離乳の支援ガイド
     の周知状況、母乳育児実態所調査、出産直後の母子接触のあり方に関する調査

○　平成２０年「小児保健活動への取組調査、小児救急の地域における役割、季節性インフルエンザ対策と
     新型インフルエンザ対策調査」　　他１４８件

８．ガイドライン，手引き，マニュアル等の作成

主催事業 連携事業

 

 

（３）インタビュー調査について 

○ 取組状況の把握と今後５年間の目標を効果的に設定するために、６団体に対して

インタビュー調査を実施した。その中の具体的な目標を提示した団体の例を示す。 

・日本小児科医会 

 「こどもの心」相談医１５００名（２０１４年値） 

 第２期ＭＲワクチン接種率９５％（２０１４年値） 

・日本助産師会 

 助産師による思春期指導のさらなる拡大と評価の実施。 

 新生児訪問、産後ケア等、助産師による産後支援の拡大を図る。 

 成人女性への性の健康講座、婚前講座の開催等、助産師による産前支援の拡

大を図る。 

 子育て、孫育て講座の開催、相談事業等、助産師による子育て支援の拡大を

図る。 
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２）地方公共団体の取組状況について 

○ 地方公共団体を対象に「健やか親子２１」の取組状況についてアンケ－ト調査を

行った。回収数（率）は、４７都道府県（１００％）、８５政令市・特別区（９５．

５％）、１７０５市町村（９６．１％）であった。（参考資料３） 

 

○ 「健やか親子２１」計画単独又は、他の計画の一部として中間評価を実施した都

道府県や政令市・特別区は７割を超えていたが、市町村では５割程度にとどまって

いた。 

 

○ 「健やか親子２１」の推進状況やその課題について、住民や関係者と協議を行っ

ている都道府県や政令市・特別区は７割を超えていたが、市町村では５割程度にと

どまっていた。 

 

○ 都道府県、政令市・特別区、市町村において、「健やか親子２１」の推進の担当者

が、次世代育成支援行動計画の策定に携わったり、意見をしている割合は高く、「健

やか親子２１」と次世代育成支援行動計画は連携して取組が進められていることが

示唆された。 

 

○ 「健やか親子２１」や「子ども・子育て応援プラン」に盛り込まれた個別の施策

で、都道府県、政令市・特別区、市町村において、２００９年度（平成２１年度）

に、８割以上取り組んでいるとした項目は、以下のとおり。 

・ 都道府県 

 人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関する取組の推進 

 産科医師の確保・育成 

 助産師の確保・育成 他６件 

・ 政令市・特別区 

 人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関する取組の推進 

 満足できる「いいお産」について妊婦・パートナーが学習できる母親学級の

見直し 

 妊娠期から産後までの継続した支援体制の整備 他８件 

・ 市町村 

 生後４ヶ月に達するまでに新生児訪問や乳児健診のいずれにも接触のなかっ

た全乳児の状況把握 

 育児支援に重点をおいた乳幼児健康診査の実施 

 子どもの生活習慣の改善についての幼児健康診査の機会を通じた取組 
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○ 一方、取組が３割以下であった項目は以下のとおり。ただし、業務が一般的に当

該地方公共団体のものとは考えられないものは除く。 

・ 都道府県 

 授乳室の設置等授乳しやすい環境づくりの促進 

・ 市町村 

 満足できる「いいお産」について医療機関等と連携した取組 

 医療機関等の関係機関・団体と連携した取組の推進 

 休日健診の推進等の乳児健康診査受診率の向上 

 子どもの生活習慣の改善についての学校における定期健康診断の機会を通じ

た取組 

 

 

３）国の取組状況について 

○ 国の総合的な推進に関する取組としては、「健やか親子２１」全国大会の開催（年

１回）、「健やか親子２１」公式ホームページの活用等による普及啓発を行っている。

また、これ以外にも、健やか親子２１の趣旨に合致した取組を実施している。（参考

資料４） 
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Ⅳ 今後の取組について 

１ 指標等の見直しについて 

１）新たな指標等について 

○ 朝食の欠食については、午前中の活動に必要なエネルギーの不足に加え、１回の

食事の摂取量が多くなり、過食につながる可能性があることが指摘されている。ま

た、健康日本２１においては、欠食の始まりが「中学・高校生頃から」という者が

多く見られたことから、中学・高校生の朝食の欠食率の目標値を「なくす」として

いる。第１回中間評価において、新たな視点として加えた食育の取組を更に推進す

るとともに、子どもの朝食の欠食に対応することが重要であり、第１課題の「保健

水準の指標」に「朝食を欠食する子どもの割合」を加える。なお、健康日本２１に

おける目標値を踏まえ、「朝食を欠食する子どもの割合」の目標値は「なくす」と

する。 

 

○ 健やか親子２１の取組において、マタニティマ－クをとおした「妊産婦にやさし

い環境づくり」を推進するため、２００６年（平成１８年）３月にマタニティマー

クのデザインを発表した。この取組のより一層の推進を図るため、課題２の「住民

自ら行動の指標」に「マタニティマークを利用して効果を感じた母親の割合」を加

える。この指標の意味には、マタニティマークに対する認知や支援を必要とする妊

産婦に対する周囲の配慮が含まれていると考えられる。第２回中間評価時の直近値

が３５．５％であり、目標値は「５０％」とする。 

 

○ 新たに加えた指標とこれまで未達成の指標の改善に効率的かつ効果的に取り組む

ため、これまでに達成又は完了した以下の指標は参考の指標に整理する。 

  ・２－７ 正常分娩緊急時対応のためのガイドライン作成 

 ・２－１１ 不妊治療における生殖補助医療技術の適応に関するガイドラインの

作成  

   

○ 小児の在宅医療支援に関する行政・関係機関の指標である「慢性疾患児等の在宅

医療の支援体制が整備されている市町村の割合（３－２２）」について、「在宅医療

の支援体制」の定義が明確ではないことから、以下のとおり指標の内容をより具体

的に記載する。 

・３－２２ 

（旧）慢性疾患児等の在宅医療の支援体制が整備されている市町村の割合 

（新）患児に看護サービスを提供する訪問看護ステーションや患児を一時的に預

かるレスパイトケアサービス※を整備している政令市・特別区及び市町村の

割合 
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   ※ レスパイトケアサービスとは、ここでは、在宅療養中の患児に対し、一時的に介護を提供する

等し、介護者の一時的な休息を図るサービスのことをいう。具体的には、ショートステイやデ

イサービス、ホームヘルプサービスのことをいう。 

 

 

２）今後充実すべき具体的な取組方策の例について 

○ 新たな指標とするまでには至らなかったものの、今後５年間に充実すべき具体的

な取組方策の例が挙げられた。これらについては、「健やか親子２１検討会報告書」

の「取組として考えられる事項の例」（第３章第２節、表３～表６）に加えて、推進

していくことが望ましい。今回追加した具体的な取組方策や特に強調された取組に

ついては、表中に下線で示した。 

 

 

今後充実すべき具体的な取組方策の例 

 

表３ 課題１ 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進 

主な推進主体 具体的な取組方策の例 

国民（住民） － 思春期の子どもに対する応援が適切にできるよう努力 

－ 思春期の身体的・心理的な発達状況を理解し、思春期の子どもの行

動を発達課題として受け止める地域づくりのために努力 

地方公共団体 － 学校保健推進体制の充実 

・学校保健委員会の開催の推進と活性化 

・保健主事の資質の向上 

・教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、学校医、学校歯科医、

学校薬剤師の学校保健に関する資質の向上 

－ 学校における教育内容の充実・強化 

    ・学校内連携による健康教育の推進体制の整備 

    ・性に関する教育の推進（性感染症、人工妊娠中絶の心身への影響、

妊娠出産、生命の尊重等） 

    ・喫煙・飲酒防止教育を含む薬物乱用防止教育の推進 

    ・性に関する教育・薬物乱用防止教育についての学校内外の専門職

の活用の推進 

－ 学校医、学校歯科医、学校薬剤師の活動の充実 

－ 学校の相談機能の強化 

    ・教職員の相談活動の充実 

    ・スクールカウンセラーの配置の推進 
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   ・保健室等の相談活動の機能の充実（養護教諭の複数配置の充実を含

む） 

－ 地域保健福祉（市町村・保健所・精神保健福祉センター・児童相談

所等）と学校保健、医療機関、関係団体等との連携強化 

・専門職の派遣の推進（性・感染症・薬物等） 

   ・学校保健委員会等への参加推進 

   ・ＰＴＡ等と連携した家庭における思春期学習の推進 

   ・思春期の問題に関する本人や家族の相談体制の充実・強化 

   ・ボランティア体験学習等の受け入れ 

－ 子どもに悪影響を与える有害情報の問題への取組の推進 

国 － 厚生労働省と文部科学省の連携の強化により地方公共団体が活動し

やすい体制づくりの推進 

－ 性に関する教育・薬物乱用防止教育、心身症、思春期やせ症等の心

の問題等への対策マニュアルの作成 

－ 国立成育医療センター等における児童・思春期精神科の充実 

－ 課題解決の基盤を整備するために研究活動を推進 

・十代の自殺の要因等の分析 

・十代の人工妊娠中絶の減尐、性感染症の増加の背景と考えられる若

者の行動要因の分析 

専門団体 － 思春期専門の外来・病棟等の整備 

－ 児童精神科医師の確保・養成 

－ 地域の専門家や学校の連携をもとにした効果的な性に関する教育や

健康教育の方法の検討 

－ 思春期の心の健康や性の問題に関する研究の推進 

－ 思春期の心身の保健に関する市民講座への協力 

－ 産婦人科医や小児科医が日常診療において、心身症、思春期やせ症

等の思春期の心の問題に着目した対応の推進 

民 間 団 体 、

NPO、企業

等 

－ ＮＰＯや関係機関等が連携した食育の推進 

－ 思春期の問題への相談体制整備や情報提供の推進 

－ 若者委員会の開催 

－ ピア（仲間）カウンセラーの育成や、ピア（仲間）カウンセリング

の実施 

－ マスメディアの良識に基づく有害情報の自制の促進 
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表４ 課題２ 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援 

主な推進主体 具体的な取組方策の例 

国民（住民） － 妊産婦や不妊の夫婦にやさしい社会の実現を図るために努力 

－ 働きながら出産でき、再就職が可能な社会の構築、父親が育児に気

軽に参加できる企業風土の育成に努力 

－ ひとり親、若年妊婦、病気や障害を持った人の妊娠・出産に対して

の支援にむけて努力 

－ バースプランの活用等による主体的な出産のために努力 

－ 妊娠の早期届け出、妊婦健診の受診等による安全な出産のための努

力 

－ 妊産婦にやさしい環境づくりのために努力 

地方公共団体 － 保健所・市町村保健センターと医療機関との連携強化 

    ・医師・助産師・保健師の定期的なカンファレンスによる情報交換

の推進 

－ 妊産婦に優しい環境づくりの推進 

・職場や公共施設等の取組の推進 

・妊娠バッジ等のマタニティマークの普及啓発 

－ 都道府県における周産期医療ネットワークの整備 

－ 産褥期のホームヘルプサービスの提供の推進 

－ 慢性疾患や障害を持つ親や社会的ハンデキャップを持つ親の出産に

関する支援 

国 － 産科医や助産師の養成・確保に向けての取組 

 （地域の状況把握、産科医・助産師の就労支援、女性医師の就労支援、

女性医師や看護職員の離職防止や復職支援等） 

－ 母子同室や居住型分娩施設等の快適な妊娠・出産を支援する基盤の

整備 

－ 職場における働く女性の母性保護活動の推進 

    ・母性健康管理指導事項連絡カードの普及 

－ 妊娠・出産・生殖補助医療に関する調査・研究の推進 

－ 国立成育医療センターにおける生殖補助医療技術を使用した医療体

制の整備 

－ 大学病院等における院内助産施設整備の促進 

専門団体 － 育児期の母親の健康づくりのための情報提供(家族計画に関する情

報提供、健診の受診等) 

－ 妊娠中の口腔健診に関する情報提供 

－ 妊娠・出産の満足度の客観的評価方法の開発 
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－ 利用者と専門家双方による「いいお産」のためのバースプラン、バ

ースレビュー（出産体験を専門職と振り返ること）の作成とそれに

基づく実践・評価の推進 

－ 母乳育児推進のための体制の確立（母子同室の推進、ガイドライン

作成等） 

－ 分娩を取り扱う専門職の新生児救急蘇生法の受講の推進 

【産婦人科関係専門団体】 

－ 産婦人科医師の確保及び適正配置と活動実態の継続的調査 

－ 女性医師が働きやすい環境の整備 

－ 施設のクオリティ・コントロールとＥＢＭに基づく産科医療の推進 

－ 分娩のＱＯＬの向上 

－ 産後うつ病を含む産科医療における心のケアの推進 

－ ガイドラインの作成（正常分娩対応、不妊治療）と普及 

【看護関係専門団体】 

－ 助産師の確保及び適正配置 

－ 嘱託医療機関との連携による母体搬送システム並びに新生児搬送の

確立 

－ 助産師活動のためのガイドラインの作成 

－ 妊娠・分娩・産褥におけるメンタルヘルスケアを行う看護職の育成 

民 間 団 体 、

NPO、企業

等 

－ 妊娠・出産・産褥・不妊に関する相談・カウンセリング等の支援の

推進 

－ 「いいお産」に向けての、既存の研究成果を踏まえた具体的な環境

づくり 

－ 職域を通じた母性健康管理の環境整備（妊娠・出産に関する一連の

情報提供等） 

 

 

表５ 課題３ 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備 

主な推進主体 具体的な取組方策の例 

国民（住民） － 事故防止対策、予防接種を家庭や地域において推進するよう努力 

－ 小児の疾病と健康診査及び治療についての理解を深め、適切な小児

医療機関の利用に努力 

－ 障害や疾病を持つ子どもに優しい社会の構築に努力 

－ 妊娠中や育児期間中の両親の禁煙の推進 

地方公共団体 － 保健所・市町村保健センターにおけるＳＩＤＳ予防・事故防止対策

の推進 
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・小児の事故防止についての多分野の関係者による対策の推進 

・保健所等における事故防止センターの設置と事故事例の分析、情

報提供の推進 

－ 病児・病後児保育事業の推進 

－ 予防接種センターの整備 

－ 自治体立の臨床研修指定病院における小児科・新生児科の研修の推

進 

－ 地域における小児科医師確保対策の推進 

－ 初期、二次、三次の小児救急医療体制の整備 

－ 小児の三次救急医療拠点の整備 

－ 慢性疾患児に対する取組の推進（院内学級・院内保育士の配置、学

校の取組強化） 

－ 地域母子保健事業水準の量・質の維持向上 

－ むし歯罹患率の高い地域における効果的なむし歯予防対策の推進 

国 － 障害児の早期発見と療育体制の整備 

－ 小児医療・小児救急医療体制整備のための支援 

－ 診療報酬における小児医療体制の充実 

－ 医学部の卒前教育における小児科教育の充実 

－ 予防接種に関する普及啓発・パンフレット等の作成 

－ 事故防止ガイドラインの作成 

－ 国立成育医療センターにおける小児医療体制の整備 

－ 乳幼児健診の今後のあり方の検討（発達障害、子どもの虐待への対

応等） 

－ 「子どもの心の診療医」の養成・確保に向けた取組の推進 

専門団体 － 妊娠中の適正な食生活や体重管理、禁煙についての啓発 

－ 口腔ケアを通じた親子関係の支援 

【小児科・新生児科関係専門団体】 

－ 小児科医師の確保 

－ 女性医師が働きやすい環境の整備 

－ 新生児管理の向上 

－ 施設のクオリティ・コントロールとＥＢＭに基づく小児医療の推進 

－ 保育所嘱託医・幼稚園医・学校医としての協力強化 

－ 保護者への小児医療受診マニュアルの作成 

－ 小児保健（乳幼児健康診査、予防接種、乳幼児健康支援一時預かり

事業等）に対する協力強化 

【看護関係専門団体】 
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－ 看護職への小児に関する専門的な教育の推進 

－ 小児に対応した訪問看護ステーションの設置促進 

民 間 団 体 、

NPO 、企

業等 

－ 慢性疾患を持つ子どもの家族の支援 

－ 慢性疾患患児の家族の宿泊する施設の整備 

－ サマーキャンプ等による在宅患児の集団指導の推進 

－ 病気相談・カウンセリングの推進 

－ 事故防止の啓発の推進 

－ 事故防止のため製品の安全性の向上、家屋づくりの推進 

 

 

表６ 課題４ 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減 

主な推進主体 具体的な取組方策の例 

国民（住民） － 子育てする親に優しい社会の実現、親を孤立させず親の育児負担を分

担しあう地域の実現のために努力 

－ 父親が育児に参画でき、母親が働きながら育児できる社会構築のため

に努力(育児休業の取得の推進等) 

－ 子どもの生活習慣改善のために努力（早寝早起き、朝食摂取、家族揃

って食事、テレビ視聴時間の短縮等） 

地方公共団体 － 母子保健連絡協議会等住民参画の会議の開催 

－ ＮＰＯ等を対象とした研修会の実施 

－ 妊娠届出・母子健康手帳交付等の機会を通じて体系的な育児支援情報

を提供 

－ 専門職（児童精神科医師・助産師・カウンセラー等の雇いあげ）によ

る育児不安対策の推進 

－ 地域との連携における心理職の活用 

－ 育児支援につながる心の問題に留意した妊産婦健康診査・乳幼児健康

診査の実施 

－ ハイリスク集団に対する周産期から退院後の継続的なケアシステム

の構築（訪問指導等） 

－ 子どもの心の問題に取り組むための関係機関・民間団体との連携の推

進 

－ 地域における母子保健活動での子ども虐待予防対策の展開 

・市町村事業（健診等）や都道府県事業（精神保健・アルコール対策

等）と育児不安や配偶者からの暴力、子どもの虐待問題等をリンク

した活動の推進 

－ 子ども虐待に対応するための人材確保、専門職の技術向上、要保護児
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童対策地域協議会の整備等子ども虐待対策の推進 

－ 子ども虐待に関する啓発と地域住民によるコミュニティ再構築 

－ 親と子が気軽に交流・相談しあう場の設置や、子どもの一時預かりの

推進 

－ 育児に関する相談窓口の設置とサポートネットワークの構築 

－ 母乳育児推進と授乳しやすい環境づくりの促進 

－ 地域の特性を活かした食育推進基本計画の作成 

国 － 健康診査におけるスクリーニング手法の開発（育児不安・子どもの心

の問題、産褥期のうつ病） 

－ マニュアルの作成（母子保健における子ども虐待の予防・早期発見・

虐待事例への対処法） 

－ 育児支援を目的としたガイドブックの作成 

－ 国立成育医療センター等における子どもや周産期のメンタルヘルス

への対応 

専門団体 － 産科・小児科医師の親子の心の問題に対応できるためのカウンセリン

グ機能の向上 

－ 小児科医や児童精神科医等で子どもの心の問題に対応できる専門家

の養成・確保 

－ プレネイタル・ビジットによる産科医と小児科医の連携の促進 

－ 小児科医の他機関との連携による育児不安の軽減と支援 

－ 母子保健関係者（保健師、助産師、看護師、養護教諭、保育士、教員

等）への母子の精神保健や子どもの虐待、配偶者からの暴力について

の学習機会の提供 

－ 口腔ケアを通じた子ども虐待の早期発見 

－ 子どもの虐待相談対応の充実 

－ 咀嚼機能の発達に向けた歯科医師、栄養士等の連携による食育の推進 

民 間 団 体 、

NPO、企

業等 

－ ＮＰＯや関係機関等が連携した食育の推進 

－ 「孤立した親子」を作らないための地域での取組 

－ 子ども虐待防止の活動の推進 

－ 育児不安の相談・カウンセリングの推進 

－ 地域の子育て支援への医師、保健師等の参加 

－ ＮＰＯ等住民組織による育児支援の推進 

－ 幼児期からの外遊び等体を動かす習慣づくりの推進 
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３）目標値の再設定について 

○ 計画策定時には年次推移が必ずしも明確ではない等の理由により、指標の具体的

な目標値を明示せずに「増加傾向」又は「減尐傾向」とされているものについて、

可能な限り、以下の考え方により２０１４年（平成２６年）までの目標値を再設定

した。 

  ・市町村単位で調査を実施しているもの（２－１２、３－１９、４－３、４－４、

４－５、４－７、４－８、４－９、４－１１）については、「増加傾向」は、数

値の上位から四分の一の市町村の数値、「減尐傾向」は、数値の下位から四分の

一の市町村の数値とする。 

  ・十代の人工妊娠中絶実施率については、１９９５年以降に上昇した以前の１

０年間の平均水準で設定する（１－２）。 

・２０１０年度（平成２２年度）からの子ども・子育てビジョン（新たな尐子化

社会対策大綱）において、施策に関する数値目標として掲げられた項目と同様

の項目については、健やか親子２１と子ども・子育て支援を一体的に推進する

ことが効果的であるという観点から、同一の数値目標とする（２－９）。 

 

○ 評価の結果、ガイドラインが策定され、すでに目標を達成した指標については終

了とし、最終的な評価の際には、達成した目標として評価する（２－７、２－１１）。

一方、目標は達成したが、引き続き、取組が重要と思われる指標については、目標

値の維持とする（３－１６）。 

 

 

「課題１ 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進」の指標の直近値及び評価 

指標 策定時の現状値 直近値 目標（2014 年まで） 

【保健水準の指標】 

1-2 十代の人工妊娠中絶実施率 12.1 7.6 6.5 

【住民自らの行動の指標】 

1-16 朝食を欠食する子どもの割合 

  男子  女子（%） なくす 

  1－6 歳  5.9 6.0   

  7-14 歳  6.5 5.0   

  15-19 歳 18.4 10.0   
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「課題２ 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援」の指標の直近値及び評価 

指標 策定時の現状値 直近値 目標（2014 年まで） 

【行政・関係団体等の取組の指標】 

2-7 正常分娩緊急時対応のための

ガイドライン作成 
なし 

「助産所業務ガイドライン

2009 年改定版」策定 

達成した指標→参考の

指標とする 

2-9 不妊専門相談センターの整備 18 か所 

60 か所 

都道府県（４７か所） 

指定都市（７か所）） 

※同一都市 2 か所あり。 

中核市（６か所） 

2014 年までに全都道府

県、指定都市、中核市 

2-11 不妊治療における生殖補助医

療技術の適応に関するガイドライン

の作成  

日本産科婦人科学会

会告 「体外受精・胚

移植」に関する見解」

及び「非配偶者間人

工授精と精子提供」

に関する見解 

改訂等の予定なし 
達成した指標→参考の

指標とする 

【住民自らの行動の指標】 

2-12 出産後１か月時の母乳育児の

割合（4-9 再掲） 
44.8% 48.3% 60% 

2-13 マタニティマークを利用して効

果を感じた母親の割合（新） 
  35.5% 50% 

    
「課題３ 小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備」の指標の直近値及び評価 

指標 策定時の現状値 直近値 目標（2014 年まで） 

【住民自らの行動の指標】 

3-16 6 か月＊までにＢＣＧ接種を終

了している者の割合 

＊結核予防法改正に伴い「１歳」を「６か

月」に変更   

86.6%＊＊ 

＊＊1 歳までに接種した

者の割合 

6か月までに接種した者の割

合：96.0% 

（1 歳までに接種した者の割

合：99.0%） 

95%を維持 

【行政・関係団体等の取組の指標】       

3-19 事故防止対策を実施している

市町村の割合 

3～4 か月児健診 

 

3～4 か月児健診 

 

3～4 か月児健診 

 

  32.6% 46.7% 55% 

  1 歳 6 か月児健診 1 歳 6 か月児健診   1 歳 6 か月児健診  

  28.6% 41.7%  50% 
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3-22 訪問看護ステーションや患児

を一時的に預かるレスパイトケアサ

ービスを整備している自治体の割合 

※指標の内容は修正したが、目標値は変

更せず。 

 16.7%   17.3%（309/1790） 100% 

    
「課題４ 子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減」の指標の直近値及び評価 

指標 策定時の現状値 直近値 目標（2014 年まで） 

【保健水準の指標】 

4-3 子育てに自信が持てない母親

の割合 
27.4% 

3 か月児、1 歳 6 か月児、

3 歳児健診 

3 か月児、1歳 6か月児、

3 歳児健診 

    17.6%  24.9%  26.0% 12% 18% 21% 

4-4 子どもを虐待していると思う親

の割合 
18.1% 3.7%  9.5%  14.1% 0% 5% 10% 

4-5 ゆったりとした気分で子どもと過

ごせる時間がある母親の割合 
68.0% 76.9%  66.8%  56.5% 82% 74% 62% 

【住民自らの行動の指標】 

4-7 育児に参加する父親の割合 
よくやっている 

37.4％                 
よくやっている   

    55.0%  48.8%  43.3%  61% 55% 50% 

  
時々やっている 

45.4％ 
時々やっている   

    34.6%  36.6%  38.4% 41% 41% 43% 

4-8 子どもと一緒に遊ぶ父親の割

合 
よく遊ぶ 49.4％                           よく遊ぶ    

    61.7%  56.5%  49.2% 67% 62% 54% 

  時々遊ぶ 41.4％ 時々遊ぶ   

    31.5%  33.2%  37.6% 36% 38% 42% 

4-9 出産後１ヶ月時の母乳育児の

割合（2-12 再掲） 
44.8% 48.3% 60% 

【行政・関係団体等の取組の指標】 

4-11 乳幼児の健康診査に満足して

いる者の割合 
30.5% １歳 6 か月児 35.7% １歳 6 か月児 48% 

    3 歳児     34.0%  3 歳児     40%  
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２ 今後５年間の重点取組について 

○ 各指標の直近値の結果を見ると、第１回中間評価時に改善した指標のうち、その

多くが引き続き改善傾向にあることが明らかとなった。しかし、第１回中間評価時

や策定時の数値と直近値を比べて、改善していない若しくは横ばいのものがあり、

２０１４年（平成２６年）まで、以下の項目について重点的に取り組んで行く必要

があると考えられる。 

 

１）思春期の自殺の防止を含む子どもの心の問題への取組の強化 

○ 思春期の自殺率は上昇を続けており、その原因となっていると考えられるうつ病

等の精神疾患の早期発見・早期治療や、学校問題を解決するための学校における児

童の相談体制の強化が必要である。 

 

○ 子どもの心の問題に関する課題が指摘されているが、それに対応できる医師は十

分に確保されていないと考えられる。子どもの心の診療に専門的に携わる医師を養

成するためには、専門研修施設や指導医の確保や専門性を活かせる保健医療機関の

整備が必要である。 

 

 

２）産婦人科医師、助産師、新生児科医師等の産科医療・周産期医療を担う人材の確

保 

○ 産婦人科医師の数は、近年、減尐傾向にあったものの、平成２０年に増加に転じ、

減尐傾向に歯止めがかかった。今後、増加傾向が続くよう引き続き人材確保に取り

組む必要がある。新生児科医師（ＮＩＣＵ専属医師）の数は増加しておらず、人材

確保により一層、努めることが必要である。しかし、これらの医師の養成には長い

時間を要するため、まずは尐ない人材でも円滑に産科・周産期医療が運営されるよ

う、妊婦が健康に妊娠・出産を迎えられるよう支援していく必要がある。具体的に

は、妊婦の適切な栄養摂取と体重増加、家庭内での禁煙の徹底、早期の妊娠届出、

妊婦健診の受診、医療従事者間の適切な連携等を推進していく必要がある。 

 

○ 助産師の数は、厚生労働省の第６次看護職員需給見通しによれば、平成２２年の

需要見通しと供給見通しの差はマイナス９００人となっており、衛生行政報告例に

基づく助産師数は増加傾向にある。しかし、関係学会・団体等が考えている必要な

助産師数からはかけ離れた状況にあり、助産師の養成の推進が求められている。ま

た、産科医療に携わる助産師を確保するために、潜在助産師の発掘や他科に勤務す

る助産師を産科に呼び戻すこと、施設による助産師の偏在を解消することが必要で

ある。 
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３）全出生数に占める低出生体重児の割合の低下に向けた取組の強化 

○ 近年、低出生体重児の割合は増加傾向にある。低出生体重児については、成人後

に糖尿病や高血圧等の生活習慣病を発症しやすいとされている。低出生体重児増加

の要因としては、多胎妊娠、妊娠前の母親のやせ、低栄養、妊娠中の体重増加抑制、

喫煙等の因子が報告されており、これらの改善に向けて重点的に取り組む必要があ

る。 

 

 

４）子どもの虐待の防止対策の更なる強化 

○ うつ状態、母子健康手帳未交付、妊婦健診未受診等の子どもの虐待のハイリスク

要因を持つ妊娠期・周産期の母親を早期に発見し、子どもの虐待を予防するととも

に、子どもの虐待を発見した場合には、要保護児童対策地域協議会（子どもを守る

地域ネットワーク）を中心にして適切な保護や支援を行っていく必要がある。 

 

○ 子どもの虐待の予防や早期発見に向け、市町村は、各種母子保健サービスや乳児

家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、児童相談所との連携を強化すると共に、地

域のＮＰＯ等の子育て支援サービスを充実すること等により、市町村における虐待

を防止するための体制整備を進める必要がある。 

 

○ 特に、子どもの虐待による死亡は、他の年齢と比べて０歳児に多く、望まない妊

娠、産後うつ等の影響や経済的な要因が指摘されており、子どもの虐待による死亡

数を減尐させるために、妊娠以前から出産後育児期に至るまでの連続した支援が必

要である。 

 

 

３ 今後の推進方策について 

○  今後、健やか親子２１の計画期間の終了までに、特に以下について特に配慮する

ことが必要である。 

 

１）それぞれが積極的に参画する意識 

○ 今回の調査結果では、第１回中間評価以降、多くの指標が改善していることが明

らかとなった。今後も引き続き健やか親子２１を推進し、２１世紀の母子保健の課

題を解決するためには、一人一人の国民はもとより保健・医療・福祉・教育・労働

等の関係者、関係機関・団体がそれぞれの立場から寄与することが不可欠であると

再認識し、母子保健の改善のために自らできることから行動に移すことが必要であ

る。 
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２）相互の連携強化 

○ 第１回中間評価において、２００６年（平成１８年）以降の推進方策として、①

地域保健・医療・保育所・学校保健との連携、②都道府県と市町村の連携、③協議

会の連携、④ＮＰＯ等地域における身近な支援者と地方公共団体、協議会との連携

について、４つの連携強化の視点が示され、地域によっては保健と医療が連携し、

母乳栄養率を高める取組の報告や、「健やか親子２１」公式ホームページの取り組み

のデータベース検索によると、ＮＰＯと連携し、子育て支援の取組が行われている

ことが報告されてきている。 

 

○ 母子保健のさらなる向上のために、関係者、関係機関・団体がそれぞれの役割を

再認識するとともに、相互の連携が不可欠である。例えば、子どもの虐待防止対策

には、発生予防から自立支援に至る切れ目のない積極的な支援が必要とされており、

保健、医療、福祉等の関係者や関係機関・団体が、虐待という一つの課題の解決の

ために連携した取組が求められている。相互の連携は、それぞれの役割を発揮して、

最大の効果をあげるために不可欠なものである。 

 

 

３）行政の取組の方向性 

○ 地方公共団体の取組状況の調査結果によると、政令市・特別区と比べて市町村の

方が、中間評価が実施されていない、住民や関係者と協議を行っていない等の割合

が高く、市町村の健やか親子２１に関連する母子保健活動が地方公共団体の中では

相対的に低調であることが示唆された。 

 

○ 市町村の健やか親子２１に関連する母子保健活動が比較的低調である理由を精査

する必要があるものの、市町村の母子保健事業の実態や保健指標のデータを集約、

評価し、それをもとに市町村自らが具体的な改善策を実行していく仕組みを検討す

る必要がある。 

 

 

４）協議会の取組の方向性 

○ 協議会の参加団体は、それぞれの団体の使命そのものが母子保健の向上に資する

ものとなっていることが多く、また、幹事会を中心に、団体間の情報交換や、連携

してシンポジウムを開催する等の成果を上げている。一方で、協議会の設立から９

年余りの年月が経過し、事業実績のうち連携事業において第１回中間評価時の実績

を下回る取組があり、やや活動が停滞している可能性がある。 
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○ ４つの課題ごとに、健やか親子２１の今後５年間の重点取組や指標の達成状況を

踏まえ、重点目標を定め、取組の方向性を明確にすることが必要である。また、４

つの課題はライフサイクルを通じて循環しており、４課題を通じて取り組むことに

より、効果が期待できる内容があると考えられることから、例えば、課題毎に組織

している幹事会を協同で開催することも必要である。 

 

○ 健やか親子２１に積極的に取り組んだ団体に対して、褒賞制度を創設する等、参

加団体の取組を活性化する方策を検討することも必要である。 

 

○ 健やか親子２１の関連の取組への参加意識を高めるため、協議会の参加団体が健

やか親子２１シンボルマークを使用する際の基準を変更し、その使用を促進し、参

加団体の活動が健やか親子２１に関連する取組であることを明確にする。 

 

 

５）母子保健情報の収集と利活用 

○ 第 1 回中間評価時において、母子保健情報の収集と利活用に特に配慮すること

が重要とされたが、これらの母子保健事業の実態を集約評価し、改善に向けて支

援をするための仕組みの構築には至っていない。 

 

○ 母子保健事業の企画、実行、評価を適切に行うため、母子保健情報の収集、分

析、活用の仕組みを構築する必要がある。具体的には、第２回中間評価のために、

厚生労働科学研究「健やか親子２１を推進するための母子保健情報の利活用に関

する研究」（主任研究者：山縣然太朗山梨大学教授）において実施した「親と子の

健康度調査」を定期的に実施することや、日常の母子保健活動で得られた情報を

全国規模の統計として集約し、その分析結果を都道府県等へ還元する方法につい

て、今後検討することが必要である。 

 

○ 妊娠届出時や乳幼児健診で収集している情報と先に述べた調査で得られた情報

を合わせて、地域比較分析や経年比較等を行い、地域の母子保健の課題の抽出や、

健診における対応・評価方法や育児支援のあり方の検討を行う等の根拠に基づき、

母子保健を展開するための基盤となる仕組みの構築が求められる。 
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Ⅴ おわりに 

２００６年（平成１８年）３月の第１回中間評価報告書をとりまとめた時と比較して、

７割以上の指標が改善しており、我が国の母子保健を取り巻く状況は第１回中間評価後も

更に改善していることが示唆された。一方、母子保健分野の新たな課題である思春期の健

康問題や子どもの虐待といった課題や、周産期医療等を担う人材の確保など残された課題

については、必ずしも改善しているとは言えず、健やか親子２１の取組において、引き続

き、特に推進していくことが必要である。 

 また、本検討会においては、指標が改善しながらも、母子保健のみでの対応が困難な虐

待等のハイリスクグループへの対策の必要性や出産・子育ての喜びを再認識することが必

要との意見があった。職種や職域を超えた連携の重要性についての意見も多数あった。 

今後は、本報告書の内容や検討会での意見を参考にして、すべての親子が持てる力を発

揮し、健やかな生活を送ることが出来るように、子どもの健康が重視され、思春期の子ど

もに対する適切な応援や妊産婦、不妊の夫婦に対する優しい配慮がなされ、健康な子ども

と障害や疾病を持つ子どもの育ちやその親を支援できる地域社会の実現に向けた国民運動

が展開されることを希望する。 
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指標 策定時の現状値 第１回中間評価 直近値
第２回
中間評価

目標
（２０１０年
まで）

目標
（２０１４年
まで）

【保健水準の指標】　

５～９歳　　　－ ５～９歳　　- ５～９歳　　-

10～14歳　1.1（男1.7  女0.5） 10～14歳　0.8(男0.9  女0.8） 10～14歳　1.0(男1.3  女0.6）

15～19歳　6.4（男8.8  女3.8） 15～19歳　7.5(男9.1  女5.7） 15～19歳　8.3(男9.8  女6.8）

1-2　十代の人工妊娠中
絶実施率

12.1 10.5 7.6 A-1
減少傾向
へ

6.5

性器クラミジア感染症
定点報告（920ヵ所）による件
数

定点報告（968ヵ所）による件
数

男子196.0　　　女子968.0
①性器クラミジア  6,198件
(6.79)

①性器クラミジア  3,322件
(3.43)

淋菌感染症
②淋菌感染症     2,189件
(2.40)

②淋菌感染症     906件(0.94)

男子145.2　　　女子132.2
③尖圭コンジローマ　746件
(0.82)

③尖圭コンジローマ　422件
(0.44)

(有症感染率　15～19歳） ④性器ヘルペス　563件(0.62) ④性器ヘルペス　485件(0.50)

①性器クラミジア　  5,697件
(6.35)

②淋菌感染症　   　1,668件
(1.86)

③尖圭コンジローマ  657件
(0.73)

④性器ヘルペス      475件
(0.53)

（20歳未満、定点医療機
関:897ヵ所）

思春期やせ症 思春期やせ症 思春期やせ症

中学１年～高校３年　2.3% 中学１年～高校３年1.03% 中学１年～高校３年1.01%

（不健康やせ （不健康やせ （不健康やせ

中学３年5.5% 　高校３年
13.4%）

中学３年7.6% 　高校３年
16.5%）

中学３年19.5% 高校３年
21.5%）

1-5　児童・生徒における
肥満児の割合

― 10.4% 9.6% A-3
減少傾向
へ

減少傾向
へ

【住民自らの行動の指標】　

急性中毒 依存症 急性中毒 　依存症

小学６年 男子 53.3% 73.1% 小学6年　男子 70.9% 87.1%

　　　　　　女子　56.2% 78.0% 　　　　　　女子 77.1% 91.2%

中学３年 男子 62.3% 82.5% 中学3年　男子 69.2% 84.6%

　　　　　　女子 69.1% 90.6% 　　　　　　女子 74.8% 91.7%

高校３年 男子 70.9% 87.1% 高校3年　男子 67.9% 78.6%

　　　　　　女子 73.0% 94.0% 　　　　　　女子 73.5% 89.3%

中学１年男子　7.5% 女子3.8% 中学１年男子3.2% 女子2.4% 中学１年男子1.5% 女子1.1%

高校３年男子36.9% 女子15.6% 高校３年男子21.7% 女子9.7% 高校３年男子12.8% 女子5.3%

中学３年 男子26.0% 女子
16.9%

中学３年 男子16.7% 女子
14.7%

中学3年 男子 9.1% 女子9.7%

高校３年 男子53.1% 女子
36.1%

高校３年 男子38.4% 女子
32.0%

高校3年 男子27.1% 女子
21.6%

1-9　性行動による性感染
症等の身体的影響等につ
いて知識のある高校生の
割合

―

○性行動は相手の身体や心
を傷つける可能性が高いと思
う。
　　男子　63.9%　女子　68.6%
○自分の身体を大切にしてい
る。
    男子　66.6%　　女子　73.1%

調査未実施
（最終評価時に実施予定）

D
増加傾向
へ

増加傾向
へ

【行政・関係団体等の取組の指標】

1-10　学校保健委員会を
開催している学校の割合

72.2% 79.3% 85.7% A-1 100% 100%

警察職員　麻薬取締官等 警察職員　麻薬取締官等

中学校　　33.8％　　　0.1％ 中学校　　77.3％　　　2.0％

高等学校 32.7％       4.0％ 高等学校 74.5％       6.4％

1-12　スクール･カウンセ
ラーを配置している公立
中学校（一定の規模以
上）の割合

22.5%
（3学級以上の公立中学校）

47.3%
（3学級以上の公立中学校）

84.3%
（１学級以上の公立中学校）

A-1 100% 100%

1-11　外部機関と連携し
た薬物乱用防止教育等を
実施している中学校、高
校の割合

調査未実施 D 100% 100%

「課題１　思春期の保健対策の強化と健康教育の推進」の指標の直近値及び評価

1-1　十代の自殺率 B-2
減少傾向
へ

減少傾向
へ

1-6　薬物乱用の有害性
について正確に知ってい
る小・中・高校生の割合

調査未実施 D 100% 100%

1-8　十代の飲酒率
 「健康日本２１」　５．２未
成年者の飲酒をなくす

A-1 なくす なくす

1-3　十代の性感染症罹
患率

A-1
減少傾向
へ

減少傾向
へ

1-4　15歳の女性の思春
期やせ症（神経性食欲不
振症）の発生頻度

A-1
減少傾向
へ

減少傾向
へ

1-7　十代の喫煙率
「健康日本２１」　４．２未
成年者の喫煙をなくす

A-1 なくす なくす
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指標 策定時の現状値 第1回中間評価 直近値
第2回
中間評価

目標
（２０１０年
まで）

目標
（２０１４年
まで）

(出産千対)5.8 (出産千対)5.0 出産千対4.3

(出生千対)3.8 (出生千対)3.3 出生千対2.9

極低出生体重児0.7% 極低出生体重児0.8% 極低出生体重児0.8%

低出生体重児8.6% 低出生体重児9.4% 低出生体重児9.6%

（出生千対) （出生千対) （出生千対)

新生児死亡率1.8 新生児死亡率1.5 新生児死亡率1.2

乳児死亡率3.2 乳児死亡率2.8 乳児死亡率2.6

3-4  乳児のＳＩＤＳ死亡率 (出生10万対)26.6 (出生10万対)19.3 出生10万対14.0 A-1 半減 半減

3-5　幼児（１～４歳）死亡
率

(人口10万対)30.6 (人口10万対)25.3 人口10万対22.3 A-1 半減 半減

(人口10万対) (人口10万対) (人口10万対)
0歳　　　   　18.2 0歳　　 　　13.4 0歳　      13.2
1～4歳　  　　6.6 1～4歳　　　6.1 1～4歳　   3.8
5～9歳　　　  4.0 5～9歳 　　 3.5 5～9歳　   2.2
10～14歳　  2.6 10～14歳 　2.5 10～14歳  1.9
15～19歳　14.2 15～19歳  10.6 15～19歳  7.7

3-7　むし歯のない3歳児
の割合

― 68.7% 74.1% A-3 80%以上 80%以上

 
（3～4か月、1歳6か月、3歳児
健診での割合）

（3～4か月、1歳6か月、3歳児
健診での割合）

妊娠中　  　　　　　10.0% 妊娠中 妊娠中
育児期間中　父親35.9% 7.3%　　7.9%　　8.3% 5.5%  4.4%  4.9%

育児期間中　父親 育児期間中　父親
育児期間中　母親12.2% 54.9%  55.9%  54.5% 47.0%  46.6%  45.0%

育児期間中　母親 育児期間中　母親
11.5%  16.5%  18.1% 8.4%  11.2%  12.6%

3-9　妊娠中の飲酒率 18.1%

14.9%  16.6%  16.7%
（それぞれ、3か月、1歳6か
月、3歳児健診時に調査した
妊娠中の飲酒率）

7.6%  7.5%  8.1%
（それぞれ、3～4か月、1歳6
か月、3歳児健診時に調査し
た妊娠中の飲酒率）

A-3 なくす なくす

1歳6か月児　　86.3% 1歳6か月児　83.8%

3歳児  　　　　　86.4% 3歳児　        84.6%

１歳6か月児　86.6% 1歳6か月児　　87.8% 1歳6か月児　84.2%

3歳児　　　　　88.8% 3歳児　        89.9% 3歳児　        85.3%

1歳6か月児　79.1% 1歳6か月児　80.5% 1歳6か月児　81.0%

3歳児　　　　　72.8% 3歳児　　　　　74.7% 3歳児　　　　　78.１%

3-13　乳幼児のいる家庭
で、風呂場のドアを乳幼
児が自分で開けることが
できないよう工夫した家庭
の割合

31.3%
１歳6か月児のいる家庭

30.7%
1歳6か月児

36.2%
1歳6か月児

A-1 100% 100%

１歳6か月児　19.8% １歳6か月児　15.3% 1歳6か月児　17.0%

3歳児　　　　　21.3% 3歳児　　　　　16.2% 3歳児　　　　　18.3%

3-15　乳児期にうつぶせ
寝をさせている親の割合

3.5% 1.2%  3.3%  2.4%

0.7%  2.5%  1.3%
（それぞれ、3～4か月、1歳6
か月児健診時におけるその時
点での状況、および3歳児健
診時に調査した1歳までの状
況）

A-3 なくす なくす

3-16　6か月＊までにＢＣＧ
接種を終了している者の
割合

86.6%＊＊ 92.3%＊＊

＊結核予防法改正に伴い
「１歳」を「６か月」に変更

＊＊1歳までに接種した者の割
合

＊＊1歳までに接種した者の割
合

三種混合  87.5% 三種混合  85.7% 三種混合  92.7% A-1

麻しん　   70.4% 麻しん     85.4%

麻しん      86.3%
※厚生労働省のデータによる
と、平成19年の三種混合の実
施率は90%を越えており（2期
を除く）、麻疹の実施率は95%
を越えている（2期を除く）。

C

3-2　全出生数中の極低
出生体重児の割合
      全出生数中の低出生
体重児の割合

B-2
減少傾向
へ

減少傾向
へ

3-3　新生児死亡率
      乳児（1歳未満）死亡
率

A-1
世界最高
を維持

世界最高
を維持

「課題３　小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備」の指標の直近値及び評価

【保健水準の指標】

3-1　周産期死亡率 A-1
世界最高
を維持

世界最高
を維持

3-10　かかりつけの小児
科医を持つ親の割合

81.7%　　　1～6歳児の親 B-1 100% 100%

3-11　休日・夜間の小児
救急医療機関を知ってい
る親の割合

B-2 100% 100%

3-6　不慮の事故死亡率 A-1 半減 半減

3-8　妊娠中の喫煙率、育
児期間中の両親の自宅で
の喫煙率

A-3 なくす なくす

【住民自らの行動の指標】

6か月までに接種した者の割
合：96.0%
（1歳までに接種した者の割
合：99.0%）

A-1 95% 95%を維持

3-17　１歳６ヶ月までに三
種混合・麻しんの予防接
種を終了している者の割
合

95% 95%

3-12　事故防止対策を実
施している家庭の割合

A-1 100% 100%

3-14　心肺蘇生法を知っ
ている親の割合

A-2 100% 100%
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初期70.2%
初期
政令市88.0%　市町村46.1%

初期　54.2
（政令市91.8%　市町村52.4%）

二次12.8%
二次　54.7%
(221/404地区）

二次　100%
(都道府県単位の回答）

三次100% 三次  100% 三次   100%

　 3～4か月児健診　48.7% 3～4か月児健診　46.7%
3～4か月児健診　32.6％ 政令市71.6%　市町村48.0% 政令市67.6%　市町村45.7%

1歳6か月児健診　41.3% 1歳6か月児健診  41.7%
1歳6か月児健診　　28.6％ 政令市58.3%  市町村40.7% 政令市53.7%　市町村41.1%

（小児人口10万対） (小児人口10万対） (小児人口10万対）

小児科医　77.1 小児科医　83.5 小児科医　89.5 A-1

新生児科に勤務する医師
3.9

新生児科医　6.4 新生児科医　5.7 B-1

児童精神医学分野に取り組
んでいる小児科医もしくは精
神科医 5.7

児童精神医学分野に取り組
んでいる小児科医もしくは精
神科医　13.6

児童精神医学分野に取り組
んでいる小児科医もしくは精
神科医　10.6

B-1

院内学級　30.1% 院内学級　26.1% 院内学級　31.0%（312/1005） A-1

遊戯室　68.6% 遊戯室　37.0% 遊戯室　　41.2%（380/922） A-2

3-22　慢性疾患児等の在
宅医療の支援体制が整
備されている市町村の割
合

16.7% 14.1% 17.3%（309/1790） A-1 100%

指標の内
容を修正、
目標値は
100%

○　第1回中間評価時の数値と直近値の比較の結果 

　　A：良くなっている指標（項目）　B：悪くなっている又は変わらない指標（項目）　C：評価が困難な指標（項目）　Ｄ：調査未実施の指標（項目）

○　策定値の現状値と直近値の比較の結果 

　　1：良くなっている指標（項目）　2：悪くなっている又は変わらない指標（項目）　3：第1回中間評価時に定めた指標（項目）又は集計方法が異なるため比較困難 な指標（項目）

指標 策定時の現状値 第1回中間評価 直近値
第2回
中間評価

目標
（２０１０年
まで）

目標
（２０１４年
まで）

44人 51人 45人

児童虐待事件における被害
児童数

児童虐待事件における被害
児童数

児童虐待事件における被害
児童数

17,725件 33,408件 40,639件

児童相談所での相談処理件
数

児童相談所での相談処理件
数

児童相談所での相談処理件
数

（3～4か月、1歳6か月、3歳児
健診での割合）

（3～4か月、1歳6か月、3歳児
健診での割合）

19.0%  25.6%  29.9% 17.6%  24.9%  26.0%

4-4　子どもを虐待してい
ると思う親の割合

18.1% 4.3%  11.5%  17.7% 3.7%  9.5%  14.1% A-3
減少傾向
へ

0%
5%
10%

4-5　ゆったりとした気分
で子どもと過ごせる時間
がある母親の割合

68.0% 77.4%  69.0%  58.3% 76.9%  66.8%  56.5% B-3
増加傾向
へ

82%
74%
62%

Ｃ

よくやっている　37.4％ よくやっている よくやっている

50.3%　　45.4%　　39.8% 55.0%  48.8%  43.3%
61%
55%
50%

（時々やっている　45.4％） （時々やっている （時々やっている

39.0%  40.4%  43.5%） 34.6%  36.6%  38.4%）
41%
41%
43%

よく遊ぶ　49.4％ よく遊ぶ 61.2%  55.4%  48.1% よく遊ぶ  61.7%  56.5%  49.2%
67%
62%
54%

時々遊ぶ　41.4％ （時々遊ぶ33.0% 37.6% 42.1%）
（時々遊ぶ31.5%  33.2%
37.6%）

36%
38%
42%

4-9　出産後１ヶ月時の母
乳育児の割合（2-12再
掲）

44.8% 47.2% 48.3% A-1
増加傾向
へ

60%

【行政・関係団体等の取組の指標】

3-18　初期、二次、三次
の小児救急医療体制が
整備されている都道府県
の割合

A-3 100% 100%

3-19　事故防止対策を実
施している市町村の割合

B-3 100%

３～４ヶ月
健診55%
１歳６ヶ月
健診50%

4-2　法に基づき児童相談
所に報告があった被虐待
児数

B-2
増加を経
て減少へ

増加を経
て減少へ

4-3　子育てに自信が持て
ない母親の割合

27.4% A-3
減少傾向
へ

３～４ヶ月
健診12%
１歳６ヶ月
健診18%
３歳健診
21%

「課題４　子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減」の指標の直近値及び評価

【保健水準の指標】

4-1　虐待による死亡数 Ａ-2
減少傾向
へ

減少傾向
へ

3-20　小児人口に対する
小児科医・新生児科医
師・児童精神科医師の割
合

増加傾向
へ

増加傾向
へ

3-21　院内学級・遊戯室
を持つ小児病棟の割合

100% 100%

4-7　育児に参加する父親
の割合

A-3
増加傾向
へ

4-8　子どもと一緒に遊ぶ
父親の割合

A-3
増加傾向
へ

【住民自らの行動の指標】

4-6　育児について相談相
手のいる母親の割合

99.2% 89.2%  98.9%  98.7% 97.3%  94.4%  93.9%
増加傾向
へ

増加傾向
へ
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参考資料 ３ 

地方公共団体の取組状況 

１－１ 都道府県版の「健やか親子２１」の中間評価を行いましたか。 

 

１－２ 「健やか親子２１」の中間評価を行いましたか。 

 

 

 

17%

58%

2%

6%

15%
2%都道府県 単独の中間評価を行った

他の計画の一部として中間評価をおこなった

その他の形で中間評価をおこなった

中間評価は行わなかった

策定されていなかった、もしくは他の計画にも盛り込ま

れていなかった

無回答

10%

67%

8%

9%

5% 1%政令市・特別区
単独の中間評価を行った

他の計画の一部として中間評価をおこなった

その他の形で中間評価をおこなった

中間評価は行わなかった

策定されていなかった、もしくは他の計画にも盛り

込まれていなかった

無回答

3%

46%

5%

29%

15%
2%市町村 単独の中間評価を行った

他の計画の一部として中間評価をおこなった

その他の形で中間評価をおこなった

中間評価は行わなかった

策定されていなかった、もしくは他の計画にも盛り

込まれていなかった

無回答
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２ 「健やか親子２１」の推進状況やその課題について，住民や関係者と協議を行っていますか。 

（％） 
都道府県 政令市・特別区 市町村 

平成 17 年 平成 21 年 平成 17 年 平成 21 年 平成 17 年 平成 21 年 

母子保健運営協議会等で協議をしている 32  30  17  6  12  7  

健康づくり推進協議会等で他の世代の保

健事業と一緒に協議をしている 
9  13  21  22  26  26  

その他の協議会等で一緒に協議をしている 26  30  35  45  12  16  

協議の機会を特に持っていない 28  26  26  22  49  47  

 

 

 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17

H21

H17

H21

H17

H21

都
道

府
県

政
令

市
・特

別
区

市
町

村

母子保健運営協議会等で協議をしている

健康づくり推進協議会等で他の世代の保健事業と一緒に協議をしている

その他の協議会等で一緒に協議をしている

協議の機会を特に持っていない

無回答
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３ 「健やか親子２１」の推進に関わっている方（担当者）が、どのように次世代育成支援行動計画の

策定に関わっていますか。 

（％） 都道府県 政令市・特別区 市町村 

策定の主体となって取り組んだ 6  5  6  

主管部署と共同で策定した 45  51  38  

主管部署から意見聴取をされた 47  42  46  

策定にはほとんど関わっていない 0 2  7  

計画が策定されていない 0 0 2  

無回答 2  0 1  

 

 

 

 

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

都道府県 政令市・特別区 市町村

策定の主体となって取り組んだ

主管部署と共同で策定した

主管部署から意見聴取をされた

策定にはほとんど関わっていない

計画が策定されていない

無回答

85



 

 

４ 「健やか親子 21」や「子ども・子育て応援プラン」等に盛り込まれた個別の施策に関する取組状況

について 

１）取り組んでいる都道府県の割合(％) 

 

  

100 

45 

64 

45 

28 

75 

98 

72 

87 

100 

53 

94 

87 

53 

30 

94 

100 

94 

92 

92 

81 

0 20 40 60 80 100 

人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関する取

組の推進

満足できる「いいお産」について医療機関等と連携し

た取組の推進

産科医師の確保・育成 （※H17調査は助産師も含

む）

助産師の確保・育成

医療機関等関係機関・団体と連携した取組の推進

授乳室の設置など授乳しやすい環境づくりの促進

小児科医師の確保・育成

小児の二次救急体制の整備

効果的な情報提供体制の整備(食育の推進）

関係機関等のネットワークづくりの促進(食育の推進）

食育の取り組み事例の収集及び検証の促進(食育の

推進）

子どもの生活習慣の改善について教育委員会との連

携を活用した取り組みの推進

都道府県 H17 H21

86



 

 

２）取り組んでいる政令市・特別区の割合(％) 

 

  

91

26

86

69

82

13

17

87

39

83

70

73

31

94

75

60

27

70

26

90

35

91

32

80

73

91

19

20

47

73

22

92

33

85

71

93

34

93

58

81

85

74

86

78

92

51

0 20 40 60 80 100

人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関する取組の推

進

満足できる「いいお産」について医療機関等と連携した取組の

推進

満足できる「いいお産」について妊婦・パートナーが学習できる

母親学級の見直し

満足できる「いいお産」についての妊婦に対する相談の場の提

供等の促進

妊娠期から産後までの継続した支援体制の整備

産科医師の確保・育成 （※H17調査は助産師も含む）

助産師の確保・育成

医療機関等関係機関・団体と連携した取組の推進

授乳室の設置など授乳しやすい環境づくりの促進

小児科医師の確保・育成

小児の初期救急体制（在宅当番医，休日夜間急患センター）

の整備

慢性疾患児等の在宅医療の支援体制の整備

周産期医療施設から退院したハイリスク児へのフォロー体制

の確立

育児不安・虐待親のグループの活動の支援

生後４ヶ月に達するまでに新生児訪問や乳児健診のいずれに

も接触のなかった全乳児の状況把握

休日健診の推進等乳児健康診査受診率の向上

育児支援に重点をおいた乳幼児健康診査の実施

食育の推進についての子育て支援センターと連携した取り組

み

食育の推進についての保育所・幼稚園と連携した取り組み

食育の推進についての学校と連携した取り組み

食育の推進についての農林漁業、食品産業関連機関と連携し

た取り組み

食育の推進についての住民組織・団体と連携した取り組み

食育の推進についての関係機関による食育推進連絡会（協議

会）の設置

子どもの生活習慣の改善についての幼児健康診査の機会を

通じた取り組み

子どもの生活習慣の改善についての学校における定期健康

診断の機会を通じた取り組み

政令市・特別区 H17 H21
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３）取り組んでいる市町村の割合(％) 

 

 

 

39

59

67

69

45

13

46

41

87

19

89

62

55

16

73

16

87

21

38 

24 

62 

69 

76 

8 

7 

29 

37 

52 

17 

59 

37 

94 

22 

92 

56 

75 

68 

35 

78 

38 

90 

27 

0 20 40 60 80 100

人工妊娠中絶、性感染症、薬物乱用問題に関する取組の推

進

満足できる「いいお産」について医療機関等と連携した取組

の推進

満足できる「いいお産」について妊婦・パートナーが学習でき

る母親学級の見直し

満足できる「いいお産」についての妊婦に対する相談の場の

提供等の促進

妊娠期から産後までの継続した支援体制の整備

産科医師の確保・育成

助産師の確保・育成

医療機関等関係機関・団体と連携した取組の推進

授乳室の設置など授乳しやすい環境づくりの促進

小児の初期救急体制（在宅当番医，休日夜間急患センター）

の整備

慢性疾患児等の在宅医療の支援体制の整備

周産期医療施設から退院したハイリスク児へのフォロー体制

の確立

育児不安・虐待親のグループの活動の支援

生後４ヶ月に達するまでに新生児訪問や乳児健診のいずれ

にも接触のなかった全乳児の状況把握

休日健診の推進等乳児健康診査受診率の向上

育児支援に重点をおいた乳幼児健康診査の実施

食育の推進についての子育て支援センターと連携した取り組

み

食育の推進についての保育所・幼稚園と連携した取り組み

食育の推進についての学校と連携した取り組み

食育の推進についての農林漁業、食品産業関連機関と連携

した取り組み

食育の推進についての住民組織・団体と連携した取り組み

食育の推進についての関係機関による食育推進連絡会（協

議会）の設置

子どもの生活習慣の改善についての幼児健康診査の機会を

通じた取り組み

子どもの生活習慣の改善についての学校における定期健康

診断の機会を通じた取り組み

市町村 H17 H21
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参考資料 ４ 

 

＜健やか親子21の総合的な推進＞

第1回中間評価 所管 第2回中間評価 所管
○「健やか親子21」全国大会（平成13年
度から毎年実施）

○「健やか親子21」全国大会（平成13年
度から毎年実施）

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究推進事業による「健やか親子21」公開
シンポジウム（平成13年度から毎年実施）

○「健やか親子21」公式ホームページ運
営（平成13年度～）

○「健やか親子21」公式ホームページ開
設（平成13年度）

＜課題１＞思春期の保健対策の強化と健康教育の推進

第1回中間評価 所　　管 第2回中間評価 所　　管
１．10代の自殺に関すること（1-1） １．10代の自殺に関すること（1-1）

○自殺問題に関する総合的な研究事業
で、自殺の実態調査や予防対策の調査
研究を行う。

厚生労働省
○自殺問題に関する総合的な研究事業
で、自殺の実態調査や予防対策の調査
研究を行う。

厚生労働省

・厚生労働科学研究　こころの健康科
学研究事業「自殺関連うつ戦略研究
（平成17年～）」

厚生労働省
・厚生労働科学研究こころの健康科学
研究事業「自殺対策のための戦略研
究」（H17～現在実施中）

厚生労働省

・厚生労働科学研究　こころの健康科
学研究事業「自殺の実態に基づく予防
対策の推進に関する研究（平成16年
～）」（主任研究者：北井 曉子）

厚生労働省

・厚生労働科学研究こころの健康科学
研究事業「自殺のハイリスク者の実態
解明及び自殺予防に関する研究」
（H21～新規）

厚生労働省

・厚生労働科学研究　こころの健康科
学研究事業「自殺企図の実態と予防
介入に関する研究（平成16年～）」（主
任研究者：保坂 隆）

厚生労働省
○「自殺総合対策大綱」改正（平成20年
10月）

「思春期・青年期において精神的問題
を抱える者や自傷行為を繰り返す者に
ついて、救急医療機関、精神保健福祉
センター、保健所、教育機関等を含め
た連携体制の構築により適切な医療
機関や相談機関を利用できるよう支援
する等、精神疾患の早期発見、早期介
入のための取組を推進する」という事
項が追記された。

国の取組状況について

事業名・事業内容

厚生労働省 厚生労働省

事項（関連指標）・事業名・事業内容

厚生労働省
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２．性感染症に関すること（1-3、1-9） 　２．性感染症に関すること（1-3、1-9）
○「性の健康週間」の実施 ○「性の健康週間」の実施

性感染症（HIV感染を含む）の正しい知
識の普及活動

・性感染症（HIV感染を含む）の罹患率
を低下させる普及活動

○性教育の実践調査研究（平成16年度
～）

・第8回「性の健康週間」の実施につい
て（平成20年10月14日健感発第
1014002号）

性教育の効果的な進め方に関する調
査研究の実施と事例集の作成

○「性に関する教育」普及推進事業

○中高生の心と体を守るための健康啓
発教材の作成

・児童生徒の心と体を守るための啓発
教材の作成事業
中学生用、高校生用については、感染
症について記述し、全ての中学１年生
及び高校１年生に配布

中高生が自らの心と体を守ることがで
きるよう、喫煙、飲酒、薬物乱用や性
感染症等の問題について総合的に解
説する啓発教材の作成（平成17年度
～）

・指導講習会の開催（平成17年度～）

・性教育の指導に関する実践推進事
業（平成19年度～）

○感染症発生動向調査事業 厚生労働省 ○感染症発生動向調査事業
○厚生労働科学研究　新興・再興感染症
研究事業「性感染症の効果的な蔓延防
止に関する研究」(平成16年度)(主任研究
者　小野寺昭一)

厚生労働省
○厚生労働科学研究費補助金　新興・再
興感染症研究事業

・「感染症発生動向調査から見たわが
国のＳＴＤの動向」（H18～H20）
・「性感染症に関する予防、治療の体
系化に関する研究」（H21～H23）

３．薬物乱用防止に関すること（1-5、1-
11）

３．薬物乱用防止等に関すること（1-6、
1-11）

○「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の実施
○児童生徒の薬物に関する意識調査（平
成１８年２月）

文部科学省

薬物乱用防止に関する啓発活動及び
「6.26国際麻薬乱用撲滅デー」を周知させ
る

○薬物乱用防止教育の充実について（平
成２０年９月１７日２０文科ス第６３９号局
長通知）

文部科学省

○麻薬・覚せい剤乱用防止運動
○児童生徒の心と体を守るための啓発
教材の作成事業

麻薬・覚せい剤等の乱用による危害を広
く国民に周知させる

（中高生については１７年度～、小学
生については１９年度～）　　　児童生
徒が自らの心と体を守ることができる
ようにするため、喫煙、飲酒、薬物乱
用などの問題について、総合的に解説
する啓発教材を作成し、全ての小学５
年生、中学１年生及び高校１年生に配
布

○薬物乱用防止新五か年戦略（平成15
年7月）

○薬物乱用防止教室開催状況調査 文部科学省

学校における薬物乱用防止教育の一層
の推進

○薬物乱用防止教室推進事業

○薬物に対する意識等調査の実施（平成
17年度）

文部科学省
・中学校・高校への麻薬取締官ＯＢ等
の依頼があった場合の受け入れ

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省
厚生労働省
（健康局結核
感染症課）

文部科学省

文部科学省文部科学省

厚生労働省

厚生労働省 文部科学省

文部科学省
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○薬物乱用防止新五か年戦略（平成15
年7月）

○薬物乱用防止教室開催状況調査 文部科学省

学校における薬物乱用防止教育の一層
の推進

○薬物乱用防止教室推進事業

○薬物に対する意識等調査の実施（平成
17年度）

文部科学省
・中学校・高校への麻薬取締官ＯＢ等
の依頼があった場合の受け入れ

厚生労働省

○毎年度、薬物乱用の有害性も含め、全
小学６年生の保護者への薬物乱用一般
の啓発資材を、全中学１年生には大麻・
ＭＤＭＡ・違法ドラッグに関する啓発資材
を作成し、文部科学省の協力をもとに配
布

厚生労働省

４．喫煙防止対策（1-6） ４．喫煙・飲酒防止対策（1-7、1-8）
○受動喫煙防止対策実施状況調査の実
施

文部科学省
○未成年者の喫煙・飲酒状況に関する全
国調査

厚生労働省

○たばこ対策緊急特別促進事業(平成17
～18年度)

厚生労働省

○未成年者喫煙防止のための対面販売
時における年齢確認等について（要請）
平成20年9月16日（警察庁）財理第3734
号健発第0916001号

厚生労働省

○未成年者喫煙防止のための適切なた
ばこ販売方法の取組みについて（平成16
年6月28日通知）

○受動喫煙防止対策のあり方に関する
検討会報告書

厚生労働省

たばこ関係業界へ未成年者喫煙防止
に向けて、販売方法などの取組を要請
する

○受動喫煙防止対策について（健康局長
通知）

厚生労働省

○「たばこの規制に関する世界保健機関
枠組条約」
（平成16年6月8日締結　平成17年2月27
日発効）

外務省
○世界禁煙デー　毎年5月31日にＷＨＯ
のスローガンに沿ったシンポジウム等を
開催

○関係5府省による「未成年者喫煙防止
対策ワーキンググループ」の設置

内閣府・警察
庁・文部科学
省・厚生労働
省

・「2009年世界禁煙デー記念シンポジ
ウム」

○平成16-18年度厚生労働科学研究費
補助金　健康科学総合研究事業「未成年
者の喫煙実態状況に関する調査研究」
(主任研究者林謙治)

厚生労働省 ○たばこ対策促進事業 厚生労働省

５．学校における取組 ５．学校における取組
○健康教育総合推進モデル事業（平成10
年～14年）

○学校保健委員会の設置状況調査（1-
10）

文部科学省

学校における健康教育の推進及び学
校外における健康教育学習の推進の
ための調査研究事業

○児童・生徒における肥満に関する取組
（1-5）

○学校・地域保健連携推進事業（平成16
年度～）

・学校保健統計調査の実施

文部科学省

警察庁・財務
省・厚生労働
省

厚生労働省

文部科学省

文部科学省

文部科学省
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６．地域保健における取組 ６．地域保健における取組
○思春期保健相談等事業 ○思春期保健相談等事業

思春期に特有の身体的、精神的問題等
さまざまな相談に応じる

思春期に特有の身体的、精神的問題
等さまざまな相談に応じるとともに、正
しい母性保健知識の普及指導等を行
う

○食育等推進事業 ○生涯を通じた女性の健康支援事業
地方自治体が実施する思春期の問題
に関する理解の促進、食を通じた心の
健全育成事業などに補助を行う

女性健康支援センターにおいて思春期
から更年期に至る女性を対象とした健
康相談を行う

○生涯を通じた女性の健康支援事業 ７．摂食障害に関する取組（1-4）
女性健康支援センターにおいて思春期
から更年期に至る女性を対象とした健
康相談を行う

○厚生労働科学研究こころの健康科学
研究事業「児童・思春期摂食障害に関す
る基盤的調査研究」（平成21年～新規）

厚生労働省

７．摂食障害に関する取組 ８．食育の取組(1-15、4-14)
○平成14～16年度厚生労働省精神・
神経疾患研究委託費「摂食障害の治
療のガイドライン作成とその実証的研
究」(主任研究者石川俊男)

厚生労働省

○「食育推進基本計画」に基づく子どもの
健康づくりのための食育の推進について
平成18年5月31日（雇児母発第0531001
号）

厚生労働省

○「保育所保育指針（厚生労働告示第１
４１号）H20年３月28日」に保育所における
「食育の推進」について明記した。

厚生労働省

　・保育所保育指針の施行等について
（雇児発第０８２８００１号）H20 年３月28
日（局長通知）

厚生労働省

○歯科保健と食育の在り方の関する検討
会報告書

厚生労働省

○食育推進事業
子どもの健やかな食習慣を培い、豊か
な人間性を育むため、食育推進連絡
会を設置するなど保健センター、保育
所、学校等関係機関の連携による取
組を推進する

厚生労働省 厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省
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＜課題２＞妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保と不妊への支援

事項（関連指標）・事業名・事業内容

第1回中間評価 所管 第2回中間評価 所管
１．安全、安心な周産期医療体制の確保
（2-1）（2-6）

１．安全、安心な周産期医療体制の確保
（2-1）（2-6）

○母子医療施設整備費 厚生労働省

○「東京都の妊婦死亡事案を受けた周産
期救急医療体制の確保について」（平成
２０年１０月２７日医政指発第1027001号・
雇児母発第1027001号）

厚生労働省

○総合周産期母子医療センター運営事
業

厚生労働省
○「周産期医療対策事業等の実施につい
て」（平成２１年３月３０日医政発第
0330011号）

厚生労働省

○周産期医療対策事業（周産期医療シス
テムの整備等）

厚生労働省
○総合周産期母子医療センター運営事
業

厚生労働省

○周産期医療施設のオープン病院化モ
デル事業（平成17年度～）

厚生労働省
○地域周産期母子医療センター運営事
業

厚生労働省

○周産期医療の確保について（平成22年
1月26日医政発0126第1号）

厚生労働省

○「院内助産所・助産師外来施設・設備
整備事業」（平成20年度～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「周産期母子医療センターネット
ワークによる医療の質の評価と、フォロー
アップ・介入による改善・向上に関する研
究」（平成19年～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「妊産婦死亡及び乳幼児死亡の
原因究明と予防策に関する研究」（平成
21年～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「わが国における新しい妊婦健診
体制構築のための研究」(平成20年～）

厚生労働省

○妊産婦ケアセンター運営事業（平成21
年～）

厚生労働省

２．不妊への支援（2-9、2-10） ２．不妊への支援（2-9、2-10） 厚生労働省
○不妊専門相談センターの整備 厚生労働省 ○不妊専門相談センターの整備 厚生労働省
○特定不妊治療費助成事業 厚生労働省 ○特定不妊治療費助成事業 厚生労働省

○特定不妊治療費助成事業実施医療機
関を対象としたアンケート調査の実施（平
成21年3月3日）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「生殖補助医療の医療技術の標
準化、安全性の確保と生殖医療により生
まれた児の長期予後の検証に関する研
究」（平成19年～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「不育症治療に関する再評価と新
たなる治療法の開発に関する研究」（平
成20年～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「ライフスタイルの変化に伴う妊娠
希望時の妊孕性減弱に対する病態解
明、新規診断法と治療法開発のための
研究」(平成21年～）

厚生労働省
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○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「女性生殖器における妊孕能の客
観的な評価法の確立」(平成20年～）

厚生労働省

３．人材確保・育成（2-8） ３．人材確保・育成（2-7、2-8）

○医師の需給に関する検討会(平成16年
度～)

厚生労働省

○平成２０年度厚生労働科学特別研究
事業「助産師と産科医の協働の推進に関
する研究」において、院内助産ガイドライ
ンを作成するとともに、助産所の業務ガイ
ドラインの見直しを行う

厚生労働省

○安全安心の助産ケアに係る推進事業
（平成17年度）
新人助産師に対する医療安全対策モデ
ル研修の実施

厚生労働省
○助産師養成所開校促進事業（平成19
年度～）

厚生労働省

○「助産師養成数の確保について」(平成
17年１月25日医政看発第0125003号）

厚生労働省 ○看護師等養成所運営事業 厚生労働省

○「助産師の就業促進について」 (平成17
年3月14日医政看発第0307001号）

厚生労働省
○産科診療所における助産師確保のた
めのモデル事業

厚生労働省

○「病院・診療所に勤務する看護師を対
象とした社会人入学枠の導入について」
（平成17年4月28日医政看発第0428001
号）

厚生労働省
○「院内助産所・助産師外来開設のため
の医療機関管理者及び助産師研修事
業」（平成20年度～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究　特別研究事業(平
成16年度)助産師確保に関する調査研究
（主任研究者　加藤尚美）

厚生労働省
○大規模臨床研修病院における産科・小
児科研修プログラム設定の義務化（平成
２２年度～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究　医療技術評価総
合（平成17年度）助産ケアの提供システ
ムに関する研究（主任研究者　加藤尚
美）

厚生労働省
○分娩医・新生児医・産科後期研修医へ
の手当支給（平成20年度～）

厚生労働省

４．母性健康管理指導事項連絡カードの
周知(2-5)

４．働く女性の妊娠・出産に関する健康
管理について（2-5）

○「母子健康手帳の様式の改正につい
て」(平成14年1月15日雇児母発第
0115001号)

厚生労働省 ○平成２０年度地方労働行政運営方針 厚生労働省

○平成２１年度地方労働行政運営方針 厚生労働省
○企業における働く女性の妊娠・出産に
関する健康管理支援実態調査（平成２０
年度委託調査）

厚生労働省

○平成１９年度雇用均等基本調査 厚生労働省
５．妊婦健診に関する取組（2-4）
　　○妊娠の届出状況に係わる調査結果及
び早期の妊娠届出の勧奨等について（平成
20年7月9日雇児母発0709001号）

厚生労働省

　　○妊婦健康診査を必要な回数（１４回程
度）受けられるよう公費負担を拡充（平成20
年度第２次補正予算）
　　　・公費負担回数及び実施時期の考え方
について
　　　・妊婦健康診査の内容等について
　　　・妊婦健診の受診の重要性について周
知・広報の依頼
　　○妊婦健康診査の公費負担の状況にか
かる調査結果について（平成21年6月3日雇
児母発第0603001号）

厚生労働省

厚生労働省
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○妊婦健診啓発のためのポスター・リー
フレットの作成・配布「すこやかな妊娠と
出産のために　妊婦健診を受けましょう」

厚生労働省

６．妊産婦に優しい環境作りの推進
○マタニティマークのポスター、リーフレッ
トの作成、ホームページの公開

厚生労働省

＜課題３＞　小児保健医療水準を維持・向上させるための環境整備

事項（関連指標）・事業名・事業内容

第1回中間評価 所管 第2回中間評価 所管

１．乳幼児死亡の減尐（3-3、3-4、3-14）
１．乳幼児死亡の減尐（3-4、3-5、3-6）
（3-15）

○乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化
月間

○乳幼児突然死症候群（SIDS）対策強化
月間

１１月を対策強化月間として啓発普及
活動を行う

１１月を対策強化月間として啓発普及
活動を行う

○「保育所保育指針解説書」において
SIDS予防対策として「うつぶせ寝にしな
い」等を明記した。（「SIDS」について注意
を喚起するようにした）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「妊産婦死亡及び乳幼児死亡の
原因究明と予防策に関する研究」（平成
21年～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「乳幼児突然死症候群（SIDS）に
おける病態解明と臨床的対応および予防
法開発とその普及啓発に関する研究」(平
成20年～）

厚生労働省

２．小児救急医療体制（3-10、3-17）
２．小児救急医療体制の整備(3-11、3-
14、3-18)

○小児救急医療体制の整備
○「救急医療対策事業実施要綱の一部
改正について」（平成２１年３月３０日医政
発第0330013号）

厚生労働省

（小児救急医療支援事業など、小児救
急患者の受け入れ態勢整備のための
事業や、小児救急電話相談事業、小
児救急地域医師研修事業、小児救急
医師確保等調整事業等）

○「入院を要する小児救急医療体制の取
組情報」（厚生労働省医政局指導課調
べ）

厚生労働省

○「救急医療施設等設置状況」（厚生労
働省医政局指導課調べ）

厚生労働省

・平成２１年度厚生労働科学研究　「循環
器疾患等の救命率向上に資する効果的
な救急蘇生法の普及啓発に関する研究」

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「周産期母子医療センターネット
ワークによる医療の質の評価と、フォロー
アップ・介入による改善・向上に関する研
究」（平成19年～）

厚生労働省

○小児初期救急センター事業、小児救急
医療支援事業、小児救急医療拠点病院
運営事業、ＮＩＣＵ入院児支援事業

厚生労働省

厚生労働省 厚生労働省

厚生労働省
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・平成21年度障害者保健福祉推進事
業「標準的なプログラムによる児童思
春期精神科における専門医療従事者
養成のための実地研修事業」におい
て、児童精神科医養成のための標準
的な研修の普及を図る。

厚生労働省

・思春期精神保健対策研修事業により
児童思春期精神保健医療従事者を養
成（平成13年度から実施）

厚生労働省

４．小児医療の充実 ４．小児医療の充実
○児童福祉法の改正 ○小児慢性特定疾患治療事業 厚生労働省

小児慢性特定疾患治療事業の法制化
(平成17年4月施行)

○未熟児養育医療 厚生労働省

○未熟児養育医療 厚生労働省 ○予防接種の取組(3-16、3-17)
・子ども予防接種週間」の実施につい
て（平成21年1月30日健発第0130007
号雇児発第0130002号）

厚生労働省

５．育児支援(3-13) ５．育児支援(3-１２、３－13、３－１４)
○乳幼児健康支援一時預かり事業 ○小児救急医療に関する普及啓発

病気の回復期にあって、集団保育が
困難な時期に保育所や病院等の専用
スペースにおいて一時的な預かりを行
う事業

厚生労働省
・休日・夜間の小児救急医療機関周知の
取組

厚生労働省

○自動対外式除細動器(AED)普及啓発
事業等（平成17年度～）

厚生労働省
こどもの救急ホームページ
（http://kodomo-qq.jp/#）

厚生労働省

（日本小児科学会監修） 厚生労働省
・非医療従事者による自動体外式除細動
器（ＡＥＤ）の使用について」（平成１６年７
月１日医政発第0701001号医政局長通
知）

厚生労働省

・「応急手当の普及啓発活動の推進に関
する実施要項」　（平成５年３月３０日消防
救第４１号消防庁次長通知（改　正　平成
１８年８月１５日消防救第１１２号））

厚生労働省

６．むし歯の予防に関する取組（3－7）
　○平成21年度「第58回母と子のよい歯
のコンクール」（平成21年4月3日医政発
第0403010号 厚生労働省医政局長通知）

厚生労働省

　○「平成20年度歯科健康診査（1歳6か
月児及び3歳児健康診査）に係わる実施
状況について」（平成21年4月14日雇児母
発第0414001号医政歯発第0414001号）

厚生労働省

　○「平成２１年度歯の衛生週間」につい
て（平成２１年４月３厚生労働発医政第
0403005号厚生労働事務次官通知）

厚生労働省

厚生労働省
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＜課題４＞　子どもの心の安らかな発達の促進と育児不安の軽減
事業名・事業内容

第1回中間評価 所管 第2回中間評価 所管
１．育児支援（4-3） 1.  育児支援（4-3、4-5、4-6）

○出産前小児保健指導（プレネイタルビ
ジット）事業

○地域子育て支援拠点事業 厚生労働省

出産前から小児科医から育児に関す
る保健指導を受け、育児不安の軽減
を図る

○「児童委員・主任児童委員の積極的な
活用による児童健全育成及び家庭教育
支援施策の推進について」（平成21年3月
16日20生参学第11号雇児育発第
0316001号文部科学省生涯学習政策局
男女共同参画学習課長・厚生労働省雇
用均等・児童家庭局育成環境課長連名
通知）

厚生労働省

○育児支援家庭訪問事業（平成16年度
～）

厚生労働省

２．児童虐待防止（4-1、4-2、4-4、4-
13）

２．児童虐待防止（4-1、4-2、4-4、4-
13）

○児童福祉法の改正（平成17年4月施
行）

○「都道府県・指定都市・児童相談所設
置市における子ども虐待による死亡事例
等の検証について」（平成21年7月15日雇
児総発第0715第2号厚生労働省雇用均
等・児童家庭局総務課長通知）

厚生労働省

児童虐待防止対策等の充実・強化
○子ども虐待による死亡事例等の検証
結果等について（第５次報告）

厚生労働省

○児童虐待防止対策支援事業(平成17年
度～)

厚生労働省

○養育支援を特に必要とする児童等を早
期に把握し適切な支援を提供すること等
を目的とした「乳幼児家庭全戸訪問事業」
及び「養育支援訪問事業」を児童福祉法
に基づく事業とし、市町村に実施の努力
義務を課すとともに、事業実施の為のガ
イドラインを策定し都道府県等に通知し
た。（平成２１年度）

厚生労働省

○児童虐待防止推進月間（11月）の実施
(平成16年度～)

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「要保護児童における被虐待によ
る問題や障害等の類型化された状態像と
ケアの必要量の相互関連に関する研究」

厚生労働省

３．人材育成 ３．人材育成
○「子どもの虹情報研修センター」におけ
る専門研修の充実

厚生労働省 ○児童精神科医師の養成（再掲）

・平成20年度障害者保健福祉推進事
業「児童思春期精神科における専門医
療従事者の養成のための実地研修プ
ログラム開発に関する研究事業」にて
児童精神科医養成のための研修プロ
グラムを作成。

厚生労働省

・平成21年度障害者保健福祉推進事
業「標準的なプログラムによる児童思
春期精神科における専門医療従事者
養成のための実地研修事業」におい
て、児童精神科医養成のための標準
的な研修の普及を図る。

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省
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４．退院後のハイリスク児のフォロー体制
の取組(4-10)

○「周産期医療対策事業等の実施につい
て」（平成２１年３月３０日医政発第
0330011号）

厚生労働省

５．情緒障害児支援（4-16）
○先駆的ケア実施モデル事業（保健福祉
調査委託費）

・平成19年11月の社会的養護専門委
員会の提言を踏まえ、現行の施設類
型のあり方及び子どもにとって必要な
ケアの質を確保するために人員の配
置基準の引上げ等に向け、方策を検
討する事業

厚生労働省

６．子どもの心の問題に関する取組
○様々な子どもの心の問題、児童虐待や
発達障害に対応するため、都道府県域に
おける拠点病院を中核とし、各医療機関
や保健福祉機関等と連携した支援体制
の構築を図るための事業を実施するとと
もに、中央拠点病院による人　材育成や
都道府県拠点病院に対する技術的支援
等を行う（平成20年度～）

厚生労働省

○厚生労働科学研究子ども家庭総合研
究事業「子どもの心の診療に関する診療
体制確保、専門的人材育成に関する研
究」(平成20年～）

厚生労働省
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参考資料  ５  

 

「健やか親 子 ２１」の評 価 等 に関 する検 討 会 構 成 員 名 簿  
 

（五 十 音 順 、敬 称 略 ）   
 

 

○  座長

氏  名  所属等  

井 上  美 津 子 昭和大学歯学部小児成育歯科学講座  教授  

今 村  定 臣 社団法人日本医師会  常任理事  

衞 藤  隆 東京大学大学院教育学研究科  教授  

岡 本  喜 代 子 社団法人日本助産師会  専務理事  

奥 山  千 鶴 子 NPO 法人びーのびーの  理事長  

桑 原  正 彦 桑原医院  院長  

齊 藤 万 比 古 国立国際医療センター国府台病院  第二病棟部長  

迫  和 子 社団法人日本栄養士会  常務理事  

髙 山  佳 洋 大阪府健康医療部  医療監  

田 中  政 信 東邦大学医療センター大森病院産婦人科  教授  

三 上  智 代 社会福祉法人夕陽会  本福寺保育園  園長  

森 田  佳 重 横須賀市南健康福祉センター  館長  

○  柳 澤  正 義 日本子ども家庭総合研究所  所長  

山 縣  然 太 朗 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講座  

教授  

山 極  清 子 立教大学大学院ビジネスデザイン研究科   

特任教授総長室調査役  

渡 辺  顕 一 郎 日本福祉大学子ども発達学部  教授  
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参考資料  ６  

 
「健やか親 子 ２１」の評 価 等 に関 する検 討 会 の開 催 経 緯  

 

第１回   平成２１年３月２５日（水）   

（１）「健やか親子２１」の推進状況について  

（２）「健やか親子２１」計画期間延長について  

（３）「健やか親子２１」第２回中間評価の進め方について  

 

第２回  平成２１年８月５日（水）  

（１）「健やか親子２１」指標の分析・評価のための調査実施状況  

について  

（２）健やか親子２１推進協議会の取組状況について  

（３）新たな取組に関するフリーディスカッション  

 

第３回  平成２１年１０月２７日（火）  

（１）国、自治体、健やか親子２１推進協議会の取組状況ついて  

（２）健やか親子２１の指標の分析・評価について  

（３）健やか親子２１の指標の目標値について  

 

第４回  平成２２年２月５日（金）   

（１）「健やか親子２１」第２回中間評価とりまとめについて  

 

第５回  平成２２年３月１７日（水）   

（１）「健やか親子２１」第２回中間評価報告書（案）について  
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